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     午前１０時００分  開議

○議長（後藤清喜君） おはようございます。昨日は追悼式が行われまして、執行部の皆さんに

は大変ご苦労様でした。また、議員の各位にもご出席いただきまして本当にありがとうござ

います。

  きのう、追悼式におきまして一日も早い復旧・復興を約束しましたので、議員各位におかれ

ましては、今後予算審議に当たりましては指導をもってご審議に当たっていただきますよう

お願い申し上げます。

  ただいまの出席議員は13人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議

を開きます。

  欠席議員、11番及川 均君。遅刻議員、１番千葉伸孝君となっております。

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。

  12番議員が退席しております。

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

                                           

     日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（後藤清喜君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において15番西條栄福君、２番髙

橋兼次君を指名いたします。よろしくお願いいたします。

                                           

日程第２ 議案第２７号 平成２４年度南三陸町一般会計補正予算（第８号）

○議長（後藤清喜君） 日程第２、議案第27号平成24年度南三陸町一般会計補正予算を議題とい

たします。

  議案第27号については、昨日提出者の説明及び担当課長の細部説明が終了しておりますので、

本日はこれより質疑に入ります。質疑は歳入歳出一括で行います。

  なお、質疑に際しましては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは、質疑に入ります。10番大瀧りう子君。

○10番（大瀧りう子君） はい、おはようございます。きのうは大変ご苦労様でした。

  まず、繰越明許費について１点。昨日の説明ですと19の事業で27.17％の繰り越しだと、そ

ういう説明がありました。この後から出されました事業の内容を見ますと、完成見込みが25

年、26年にまたがっております。それで、この完成が見込みどおりいくのかどうか、いける
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のかどうかということが１点です。

  それから、41ページ、４款の２項のところに焼却灰の埋立委託料が三角マークでありますが、

これは処分がなかった……何かきのうの説明でよくわからなかったんですけれども、もう一

度お願いしたいと思います。

  それから、次のページにも汚染牧草の委託料、これについてももう一度ちょっと説明をお願

いしたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 総務課長。

○総務課長（佐藤德憲君） それでは、各款にわたる事業でございますんで、私のほうから総括

的にお答えをさせていただきますが、年度内に終了できないということで次年度に繰り越す

わけでございますけれども、各課のヒアリングの結果、記載の完成見込みで事業が達成でき

るというふうなことでの完成見込みでございます。

  なお、いずれの事業も緊急かつ早急に復旧しなければならない事業でございますんで、この

見込みよりなるべく早く完成できるように努力をさせていただきたいというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。

○環境対策課長（千葉晴敏君） それでは、焼却灰の埋立委託料の減額につきましてですが、御

承知のとおり当町の一般ごみにつきましては気仙沼市さんのほうに焼却のほうを委託してお

ります。そこで発生しました焼却灰につきましては、これまでは青森県三戸町にあります最

終処分場のほうに埋立処分ということで処理を行っておりました。

  それが今現在放射能の問題等ございまして、三戸町での受け入れが停止状態になっていると

いうことでございまして、それに伴いましてこの焼却灰等の埋立委託料が執行できないでい

るということで、平成24年度分につきましては今後も再開の見込みがないということで減額

にさせていただきました。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） 汚染牧草等保管業務委託料につきましてご

説明をさせていただきます。

  この汚染牧草と申しますのは、農家が平成24年に収穫した家畜の飼料、餌なんですけれども、

昨年の４月１日から基準が100ベクレルに厳しくなりました。その前は500ベクレル以下であ

ればいいということだったんですけれども、４月から100ベクレルに基準が下がったことによ

りまして、収穫された餌がそのまま農家保管という状態でここまできております。

  農家はこの25年度の春からのまた餌の収穫が始まりますと、これを倉庫にしまわなくてはい
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けないんですが、その500ベクレル以下のところの飼料として適さない餌が今場所を占領して

おりますので、この処分の方法としまして先月の末に県の環境対策課のほうから方針が示さ

れまして、市町村で焼却処分するという方針が出されましたが、ご案内のとおり南三陸町に

おきましてはすぐにその焼却ができないものですから、とりあえず農家の営農を助ける意味

で町で一旦それを預かって、焼却処分の方法が見つかってからそれを処理していくというよ

うな方針にいたしまして、時間のないところでの予算措置でしたので、とりあえず見込みの

中で土地の借り上げ料とその保管に係るシートでありますとか運賃でありますとか、そうい

った業務を委託の方向にすることにして、合わせて500万円を今回予算計上させていただきま

したが、これは25年の５月、６月あたりまでには農家が草の収穫が始まりますので、それま

でに何とか集めて対処したいという計画でございます。よろしくお願いします。

○議長（後藤清喜君） 10番大瀧りう子君。

○10番（大瀧りう子君） 繰越明許費のことなんですが、いろいろ精査しながら完成見込みをし

たというお話でした。今問題になっている資材不足とか、それから、こういうそれに携わる

人たちの人材不足とかということが懸念されていますので、そういう点で本当にこれ完成、

皆さん事業が円滑にできるのかなと思って、そういう心配のところからの質問であります。

これは完成見込みどおりいくんなら、それで構わないと私は思っております。

  それから、この焼却灰なんですが、これはそうしますと今三戸町には受け入れてもらえない

ということで停止状態だと。そうしますと、これは最終的にはどういう……これはたまって

いくと思うんですが、どういうふうに考えているのでしょうか。今町としての処分の仕方を

今後どのようにするのか、考えているのかお聞きしたいなと思います。

  それから、汚染牧草、これもちょっと問題だなと今お話聞きながら思っておりました。焼却

するということが果たしていいのかどうかという、私自身は非常に懸念しております。しか

し、県の方針で焼却処分するということで、農家で今持っている24年度分の牧草ですか、こ

れそこにいっぱいになるので町で預かるというか、町で処分の土地を確保してそこに置くと

いうことなんですね。先ほどの説明ですと。その土地とか、その見通しはどうなんですか。

もう５月、６月ですので、今３月ですから、もう既にそれが具体的になっていなくてはいけ

ないと思うんですが、その辺の見通しはどうでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。

○環境対策課長（千葉晴敏君） 焼却灰の件につきましてですけれども、今現在気仙沼市さんの

ほうで発生している焼却灰の放射能の濃度でございますけれども、これにつきましては国の
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基準の8,000ベクレルを大幅に下回る数値で推移しているところでございます。

  したがいまして、その数字等を示しながら三戸町さんのほうにも何度となく再開に向けての

協議といいますか、お願いはしているところでございます。ただ、なかなか住民の方々のご

理解を得るまでには至らないということで今日に至っておるわけでございまして、議員おっ

しゃるとおり毎日ごみは発生しておりますので焼却灰のほうもどんどんたまっている状況で

ございまして、これを今現在は気仙沼市さんのほうに一時預かりという形でお願いをしてい

るところで、かなりもう１年半ぐらい実はなるものですから、早急に今後の対応は考えてい

かなくてはならないというところで、三戸町以外にも最終処分場を持っている場所に今何カ

所か実はお願いをしているところでございます。

  ただ、まだはっきりとした回答は得られていないということでございまして、今現在は再開

に向けての道はまだ開けてはおりませんけれども、今後もなおそういった放射能の数値等の

調査は定期的に行いながら、そういった数字をもとにして粘り強く受け入れ先を探していく

というふうに考えております。

  また、今現在気仙沼市さんにお願いしている焼却灰につきましても、今後もさらにふえてい

きますので、これにつきましては新年度に入ってからになりますけれども、一旦その焼却灰

を町のほうに持ち帰る等の処理を行いながら、気仙沼市さんのほうにもなるべくご負担をか

けないような方向で今検討しているところでございます。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） その保管場所につきましては、県のほうで

出した方針を聞いてからすぐにそれぞれ農家の方々がどの程度保管されているのかとか、ど

の地域にどれぐらいあるのかなどを勘案しながら、今それぞれ地域の中で候補となり得る場

所、適した場所などを検討しているところでございます。いずれ、それも予算決定後に直接

今度はその地域への説明とか農家の方とのお話をしながら進めてまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 繰り越しの関係でございますけれども、担当課といたしましては各

業者のほうのヒアリングを行いまして、今後の見通しを確認をして工期の設定をしていると

ころでございます。それと、各業者におかれましては人員の確保、それから資材の確保には

努めておりますが、１つ、今歌津のほうで生コンの工場をつくっていると。それから、もう

１カ所、町内に生コンのプラントの計画もあるようでございますので、そういう面におきま
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してはそれの完成することによって幾分資材の調達率は緩和されるのかなというふうに考え

てはおります。

○議長（後藤清喜君） 10番大瀧りう子君。

○10番（大瀧りう子君） 抜かりなく事業は執行できるのかなと思って聞いております。

  それから、その焼却灰なんですが、私は大変問題だなと思って聞いていました。これ気仙沼

に今焼却灰があるんですよね。保管してもらっているんですよね。そうすると、こちらに持

ってこなくてはならないという今課長の答弁ですけれども、これは受け入れ先を大分今検討

しているというか、当たっているという話ですが、どこの市町村でもなかなか受け入れが難

しくなってきているんじゃないかなと思うんですけれども、それで、今の説明ですとレベル

的には大丈夫だと、それを納得するためには大変ほかの市町村でも苦労すると思うんです。

  それで、町で処分する方法というのはないのかと。南三陸町でできたそれこそ焼却灰ですの

で、それを町で何とか処分する方法はないのかと、そういう検討はしたんでしょうか。その

辺もう一度お願いしたいと思います。私は町で処分する方法を考えたほうがいいんじゃない

かなという気はするんですが、その辺の考え方をお願いしたいと思います。

  それから、わらなんですが、牧草の問題。今説明ですと予算がついてから土地を確保するの

に動くと。そういうことなんですが、これだって最終的には何とかしなくてはいけない問題

ですよね。そのまま保管して、そして県の方針では焼却処分するというんですが、果たして

焼却処分してこれが納得できるようなレベルになるのかどうかということを私は非常に危険

だなと思っています。これをやはりほかの土地に押しつけるということも問題ではないかと。

  そういうこともありますので、これは慎重にやはりきちっと皆さんの納得いくように、保管

場所だって何だって了解をもらわなくてはいけないので、納得いくようにきちっと説明する

必要があると思いますので、慎重にやってほしいなと思います。

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。

○環境対策課長（千葉晴敏君） 焼却灰ですけれども、町内での処分の検討はということでござ

いますが、これにつきましては町内で仮に最終処分場を建設をすると、設置をするという場

合には環境アセス等いろいろな手続等もございますので、１年、２年では簡単に進まないと。

まして、仮に、仮にの話ですけれども、設置場所等につきましてはいろいろ住民の方々の合

意も得なくてはならないということで、いろいろハードルも高いということで、これにつき

ましては環境対策課内では将来に向けての一つの選択肢としては当然考えなくてはならない

とは思いながら、今差し迫った状態でございますので、この状況を早急に解決するためには
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やはり最終処分場を持っている他の自治体さんのほうにお願いをしながら現状をまず打開し

ていくのが先決であろうというふうに考えております。

  先ほど申し上げましたとおり、放射能のレベルにつきましてはもうかなり基準を下回った数

字でございますので、その辺をご理解をいただく努力をこれからも続けていきたいというふ

うに考えております。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） 管理の場所につきましては既に幾つか見て

はいるんですけれども、よくよく農家ともちょっとお話し合いをして現実的には決めたいと

思っています。といいますのは、理屈の上では集めれば集めるほど危険度が高まっていくと

いうものであるという性質と、それからもう一つは、１カ所に集めるほど地域とすればいろ

いろな抵抗感が出てくると思います。

  その牧草は焼却すれば濃縮されて濃度が高くなってしまうんですが、今餌としてある段階で

は量は大きいですが餌として適切でないというレベルなものですので、現実にはこれまで調

べた部分では500ベクレル以下といいながらも大体200から250ベクレルぐらいのところなんで

す。これは一般廃棄物、焼却して8,000ベクレル以下のものは町で処分するという環境さん側

の基準からすれば、焼却しないでおく分には現実普通に農家の餌という感覚で保管ができる

と。

  ただし、将来的な問題として議員さんおっしゃるとおり、いずれは焼却をしなければならな

いという考えからすれば、出口の部分が見えるまでの間はしっかり町のほうで安全な状態で

管理していくという考え方をとりたいと思っています。

  ただ、その保管の場所はそれぞれ農家の方、大体見る限り40戸ぐらいの農家が分散してそれ

を今倉庫に持っているような状況ですので、それぞれの方の農家の農地をお借りするとか、

あるいは入谷、戸倉、志津川、そういった単位ぐらいでどこか具合のいいところがあればそ

こに寄せるとかなどしながら、なお安全柵などを設けて近くに人が寄れないような状態など

を考えながら保管をしていきたいなというふうな考えでおりますので、よろしくお願いしま

す。

○議長（後藤清喜君） ほかに。３番佐藤宣明君。

○３番（佐藤宣明君） 繰越明許費の関係でお伺いしたいというふうに思います。この中に、農

林水産業費の中で水産加工場等の施設整備事業、９億5,700万円繰り越しということでござい

ます。



３１５

  それで、これにつきましては昨年の８月補正の中で新たな事業という形の中で９億近くです

か、それくらいの予算措置がされたということで、そのときの説明では公募をしていくんだ

と、それで、その応募が多ければ審査会等を設置してそういうふうな選考方法をとるんだと。

さらに多数である場合には計画も変更していく形なんだということでありました。

  それで、さきの一般質問のやりとりの中で応募が10社あったという形で、そのうちの３社と

いうか、３企業というか、３事業というか、それが採用なったということでございますが、

その選考はどういう形でなされたのか、その経過というか、その辺ちょっとお伺いしたいと

いうふうに思います。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） 事業の経緯に関しましては、ただいま議員がおっしゃいました

とおりでありまして、24年度には第１回の公募をいたしまして、25年度早々にも第２回目の

公募をしようと考えております。

  選考の方法でございますけれども、選考委員会を設置いたします。その中で計画書に基づき

ましてプレゼンテーションしていただきまして、それで、その点数をつけながら先行すると

いうことですけれども、その選考委員会の委員には町の職員だけじゃなくて外部の有識者も

入っていただいて先行するという、そういうような方法をとっております。今後ともその方

法をとっていこうと考えております。

○議長（後藤清喜君） ３番佐藤宣明君。

○３番（佐藤宣明君） その24年度分の10社のうち３社選考されたという形のようですが、それ

も選考委員会を設置してやったんですか。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） そのとおりでございまして、外部の選考委員３名と、それから

庁舎内の委員３名でもって、６名でもって構成しております。この方法は当分の間これで続

けていこうと考えております。

○議長（後藤清喜君） ３番佐藤宣明君。

○３番（佐藤宣明君） いずれにいたしましても我が町の復興、水産業のウエートが相当大きい

ということで、もちろん当初予算でも39億円ぐらいですか、予算措置されているということ

でございます。非常に重要な事業であろうと思いますんで、その事業の展開、スピードを上

げて水産業の基盤となる施設整備でございますんで、新年度繰り越しも含めて、新年度予算

も含めてでございますがその事業の展開のスピード化を図って懸命に進行していただきたい
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というふうに思います。終わります。

○議長（後藤清喜君） ほかに。２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） 45ページの水産振興費です。このアワビの稚貝の補助というふうなこと

でございますが、もろもろの条件等が整わないために減額というふうなことの説明でござい

ますが、今の状況はどうなっているんですかね。稚貝の育成といいますか、稚貝を購入する

先のその状況というのはどうなっておるのか。

  また、今後の来年度予算の中ではどのような考え方をしていくのか、１点です。

  それから、48ページの19節ですか、消火栓設置負担金というふうなことで、消火栓は現在町

内に消火栓がどのぐらいあるのか、そして、今回の震災でどの程度被害を受け、どの程度復

旧しているのか。その２点。

  それから、もう１点、今前者が申し上げましたが、59ページのこれも19節です。きのうの説

明では３件のうち１件取り下げたと。これが１件の額なのかです。それから、３件でどの程

度の補助額、総額です。３件の総額。それから、補助率といいますか、そういうものはどう

なっているのか。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） まず、45ページの水産業振興費の関係でございますが、その経

緯というか、状況なものですから若干長くなってしまいますけれども、議員ご存じのとおり

アワビの稚貝は県の水産公社から購入しておりましたが、県の水産公社が壊滅的な状態なも

のですから、今それを使えませんで、新たな施設整備をするんだそうです。

  それで、今現在はほかの被害を受けなかった地域でもアワビの稚貝をつくっておりますが、

実はアワビが死んでしまうという伝染病が昨年度見つかりまして、国内での特に南のほうか

らのアワビの稚貝の移動は禁じられておりまして、そんなものですから、広域的な広範囲の

移動はできない状況でございます。一部北のほうにはあるそうでございますが、この海域に

合う稚貝かどうかというのがなかなか難しいところなものですから、漁協のほうはそちらか

らの購入を断念したということでございまして、同じ東北管内から若干無償でこの湾内にも

放流は今年度はしていただきました。

  今後これがいつ復旧するのかと言われますと、新たな宮城県内での施設整備が今のところ予

定では平成27年度までにその施設整備をするという水産公社の予定でございます。それがな

ってからという形になりますので、もう一、二年はこのような状況が続くのかなという考え

でございます。



３１７

  それから、３点目のご質問でございますが、水産業の施設整備の関係でございますが、これ

水産の加工に係る部分でございまして、今回取り下げられた分は１件分でございます。それ

で、24年度に採択したその３社合計の補助金のベースは16億8,000万円でございます。10社ほ

どが応募されましたけれども、その中で優先的に実現性が高いところ、それらを優先して採

択させていただきまして、補助率に関しましてはかかる経費の８分の７以内です。というこ

とで、24年度はそうしましたが、25年度も同じような形で継続しようと考えております。

○議長（後藤清喜君） 危機管理課長。

○危機管理課長（佐々木三郎君） それでは、補正予算書の48ページにございます消火栓設置の

負担金の関連でのご質問でございます。

  消火栓の被害の状況につきましては、浸水市街地全域に及びまして消火栓等は壊滅の状況で

ございます。なおかつ、消火に伴う防火水槽とふたのないものがございまして、フェンス等

の破損によりまして転落の危険性もあることから、そういう該当物件につきましては三、四

件フェンスの設置をしたところでございます。

  今後、まちづくり、高台移転等における消火栓もしくは防火水槽の設置につきましては、防

災集団移転事業等によって行われるものと思っておりまして、今回この項目で計上してござ

いますのはある程度町が復興して住宅の新築に伴い新たに消火栓が必要と思われる箇所の新

設箇所５カ所を計上してございましたけれども、今年度はそれに該当するものがないので予

算を削減するといったものでございます。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） まず、アワビのことですが、伝染病でどこだりかんだりから持ってこら

れないと。それで、合ったものじゃなければこれからの繁殖に支障を来すというふうな考え

方なんだろうと思いますが、去年初めての開口になったわけでございますが、見るからに漁

業者の言うことはとにかくないと。どこを見てもなくなったというふうなことでありまして、

やはり放流はこれから南三陸町のアワビ、かなり評判もいいわけでございますが、ふやして

いく、やはりもっともっと踏み込んだ中で考えていかないと、枯渇してしまうということは

かなり見えてきているわけでございますので、しっかりした計画を持って指導されて、そし

て補助していくべきであろうと思いますので、今後とも、27年度の完成予定というふうなこ

とではありますが、それまでの間にいろいろな北のほうでやっているものを試験的に頻繁に

取り入れて、その経過をやはり調査していく必要があると思いますので、ひとつその辺を指

導していただきたいと思います。
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  それから、加工場ですが、大分３件で16億8,000万円のうち１件分が９億円ですね。９億円

というと相当大きい加工場なんだろうと思いますが、これはどんな理由で取り下げたのか。

今後また上程といいますか、また手を挙げる可能性はあるのかないのか。前者が先ほど申し

ましたように、大変加工場というものは水産業のこれからの振興にとって重要なものであり

ますので、できれば条件を町のほうでいろいろ応援しながらクリアして、実現なるような方

向に持っていったほうがいいのかなと思っております。

  それから、消火栓であります。消火栓、今後まちづくりの中で、あるいは高台移転の中で整

備していくというふうなことでありますが、それまでの間、まちづくりが完成するまで、あ

るいは高台が完成するまで相当年月がかかるのかなと思うんですが、それまでの間の緊急的

といいますか、そういうときの対応というものをどう考えているんですか。どのような対応

で火災等緊急時に対応するのかです。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） アワビの関係でございますが、これまで当町内で２つの漁協の

支所が購入していたことは先ほど申しましたところですし、それ以外に民間のところでやっ

ていたのは福島県のそういう種苗生産施設から持ってきている経緯がございますが、ご存じ

のとおり福島も宮城もその施設が壊滅状態だと。それから、岩手県の施設も壊滅状態でして、

自分たちで放流する分もつくれないという状態でございます。

  今回放流したのは秋田県の施設から若干いただいてきて、それもこちらのほうの放流地域の

環境とつくっているところの環境とかをかなり調査しまして、それで大丈夫でなかろうかと

いうことで計上したと。

  そういうような経緯でございまして、一番減らさないでこれからふやしていくのは、もう一、

二年とらないで自然再生を待つほかないのかなと思うんですが、それは生産者団体のほうで

決めることですので、私どものほうではどうとも言えるものではないかと思います。

  それから、水産加工施設の関係でございますが、取り下げざるを得なかった理由は、この補

助の対象とならない経費があるんですが、実は土地の確保というか、土地を確保するための

経費は対象になりませんで、ここに関しては採択された３社の中で事業費が一番大きゅうご

ざいました。ところが、いざやろうとしたその土地が造成しようとしましたらばかなり岩盤

で、とてもできる状態ではないということでして、それから、水産加工関係なものですから、

ほかにもいろいろな候補地を見たんだそうですけれども、なかなかすぐにはできないと。

  ということで、一度取り下げまして、一度取り下げたからといってあとは応募する資格がな
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いということではございませんで、またその目星がつきましたらば応募してもらって結構で

す。ただ、応募してもらったときには前に採択されたからということで優先というわけでは

ございませんで、その応募のときにまた選考委員会でもって選考していただくというような

ことでございます。

○議長（後藤清喜君） 危機管理課長。

○危機管理課長（佐々木三郎君） 復興に伴います消防水利の整備でございますけれども、当面

仮設住宅等につきましては平成24年度の段階で20カ所、10トンの仮設の防火水槽を設置して

ございます。それで対応できるものと思ってございます。

  それからあと、歌津地区で多うございますのが農地転用に伴います新たな住家の設置でござ

います。この辺の設置につきましては、既存の農地を転用して住宅をつくるわけですけれど

も、上下水道事業所に申請のございます水道の引き込み等の予算にあわせて今回250万円の予

算措置をしておいたものでございます。

  したがいまして、まちづくりに伴いましてこれから進展される消防水利、これは140メート

ルというふうなことで水利の規定がございますので、この辺の状態を加味しながら復旧に伴

う消防水利も整備してまいりたいというふうに考えてございます。

○議長（後藤清喜君） ２番髙橋兼次君。

○２番（髙橋兼次君） アワビ、課長が言うようにとらなければ一番いいんです。とらなければ

ふえていくんです。だけれども、今までとりながらふやしてきたんだから。そこはやはり基

本だろうから、そのような考え方で進めてもらいたいと思います。

  それから、加工屋さん、水産加工については今度またさらに条件等を個人で整えてまた応募

した際に、さっき課長が言ったような逆のような進め方にならないように、要するにこの前

手を挙げておろしたから今度少し別な人をなんていうような、そういう選考にならないよう

に、やはり町の水産の振興に大きく寄与するような、そのような選考内容にしていただきた

いと思います。

  それから、消火栓でありますが、10トンの水槽、それは仮設用でしょう。かろうじて津波に

耐えて残った集落ですか、その辺あたりの消火栓も相当被害を受けているわけでございます

が、その辺あたりのその残った集落あたりの対応をどうするかということを聞いているんで

す。仮設住宅じゃなくて。その辺あたりどう考えているのか。

○議長（後藤清喜君） 危機管理課長。

○危機管理課長（佐々木三郎君） 先ほど申し上げましたけれども、残った住宅に関しましては
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水利の基準が140メートルというものがございます。新たに連担するような家屋の建築も伴う

ことが想定されますので、現地を確認の上、不足というふうなことがあれば、これは消火栓

の随時引き込みというふうなことでの設置をしていきたいというふうに考えてございます。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） それでは、ページ数は42ページでございます。負担金補助及び交付金の

中からまずもってみんな三角になっているんだけれども、これがどうしてなのかと。つまり、

農業振興費でありながら振興ができなくなるんじゃないかなという、そういう心配からのお

伺いでございます。例えば耕作放棄地対策事業補助金100万円、東日本大震災農業生産対策交

付金1,278万1,000円、被災農家経営再建支援事業交付金275万円というまずもって３つです。

  さらには、次のページ、43ページなんですけれども、農林水産業林業費の中からこれも林業

振興費なんですけれども、983万1,000円、森林病害虫防除事業委託料、この件について少し

詳しく説明をいただきたいなと。なぜこういうふうに減額されたのかということでお伺いい

たしたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） 農林水産業費の補正減の予算項目幾つかに

つきまして、その理由をご説明をさせていただきたいと思います。

  今回、基本的には昨年度の予算として大きく意気込んでまず予算をとっておりました。震災

とはいえ通常ベースで何とか振興できるものは振興していきたいという考え方のもとに24年

度の予算をご承認いただいて進めてきたということですけれども、その中でなかなか震災の

影響やら何やらで十分に地域の農家の方々自身が取り組みに手を挙げられなかったようなも

のとか、それらについて今回整理をさせていただいているという基本的な考えでございます。

  まず、もろもろ予算項目によって事情は違いますが、まずご質問いただきました中の耕作放

棄地の対策協議会の事業でございますが、これは町のふるさと緑の創造基金の単費の町単の

財源をもとに計画しているものでございましたが、これは町が別途組織しております耕作放

棄地対策協議会という組織がございまして、こちらで直接国から100％の予算を支援をいただ

いた予算から農家の耕作放棄地を使って新たに栽培を始めようとする農家に対する支援事業

というものを別途行いました。

  それを補う意味で、国の補助事業として耕作放棄地対策協議会事業というものが別途あるわ

けですが、その事業で及ばない、町の単独でも支援をしたほうがいいだろうというものに対

する事業費として今回100万円を計上しておりましたが、その単費事業の部分が今回実績とし
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てなかったということでありますが、国の事業費の中での実績は別途あるというふうにまず

ご理解をお願いしたいと存じます。

  それから、農業系廃棄物処理の補助金のこの減額ですが、申しわけありません、これは実は

ちょっと事情がございました。24年度分として実際に集積したごみはあるんですけれども、

集めた後の業者への処分という部分が、震災の影響などの都合だと思うんですが、処理業者

さんのほうで時期を待ってほしいということで、実質処分を25年度、翌年度に入ってからの

処分になる見通しとなったものですから、24年度の実績の中からは今回は予算をおろし、25

年度予算の中でそれらを補助していくというような見通しになりましたものですから、今回

整理をさせていただきたいということであります。

  生産対策交付金1,270万円の減額につきましては、これは予定していた農家の中で、組合で

すけれども、農地の整備が整わなかった、被災した農地などを使いながらの計画があったも

のですから、これが24年度としてちょっと間に合わないなどの事情から、導入の計画変更で

減額になっております。これらにつきましては当然25年度以降の体制の中でまた考えていく

という農家の申し出でございます。

  その次の営農再開支援事業交付金につきましては、これは被災した農地の例の瓦れきを拾う

事業ですが、これは実際査定を全体の面積で計上しておりましたが、遊休農地など対象にな

らない部分が出てきましたので、それらの分は国の基準に基づいて今回減額ということでご

ざいます。

  それから、林業費の中での病害虫防除の委託料につきましてのご質問ございました。これも

24年度の当初の段階では県のほうの基準の中で松くい虫の伐倒駆除と、それから樹幹注入が

例年ベースで補助事業として認められるものという前提で予算を計上いたしました。

  しかし、年度に入りまして県のほうから事業採択の段階で24年度においてはこの樹幹注入と

伐倒駆除に係る予算は事業枠の中では認められないと、予算の都合でしょうが今年度は認め

られないということになって、その分をそっくり事業を実施しなかったものですので、今回

減額します。ただ、25年度の当初予算の中ではまた改めて見込んで計上しておりますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） 詳しくご説明をいただきました。

  まずもって耕作放棄地、現在幾らぐらい南三陸町にはあるのか。それから、あるいは説明の

中での被災農地、この辺の現状はどうなっているのかということもお尋ねしながら、耕作放
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棄地であっても耕作放棄地を出さないような農業振興を図るのが建前じゃないかなというふ

うに思うんですけれども、それは放棄してしまっても、昨日の答弁でもあったんですけれど

も、課税対象になるということになるとどうしてもその税金部分が生み出てこない、そうい

うことになるとこの先大変になるんだというのが農家の実態だということを汲み取りながら、

ぜひ耕作放棄地を出さないような農業振興施策を出していただきたいなと。

  それから、耕作放棄地を出さないためにしからばどういうことがあるかというと、今の制度、

何かいい制度がないかどうかということです。松島とか柴田でやっておるんですけれども、

有料田園住宅制度、町長もご存じだと思うんだけれども、ちょっと疲れているようなんで何

なんだけれども、そういう制度等を使って耕作放棄地を出さない、あるいは固定資産税とし

ての納税義務を果たせるような収益をもたらすような振興施策をまず出してもらいたいとい

うことです。

  それから、次に移りますけれども、生産対策の関係では1,200万円なんですけれども、予定

の整備事業ができかねてこういうふうに使いかねたということなんですけれども、その整備

するというのが結局農業振興につながるわけでございますから、早めて復興、復旧、あるい

は再生させなければいけないかなと。

  今は震災の被害が大きかったんですけれども、つまり一方では食糧危機が来るんじゃないか

と、あるいは地元でいえば自給自足、地産地消をいかにすべきかということにつながるわけ

なんですけれども、そういうものがもし振興策をストップした場合、あるいは再生をストッ

プした場合にどういうふうになっていくかということを考えていただきたいなと思います。

  それから再開支援、これももちろん上と関連しているんですけれども、被災農地部分が主だ

ったということでございますから、この辺もぜひお願いしたいなと。

  それから、その次のページに移って林業振興費の中で、松くい虫だろうと思いますけれども、

県の基準に満たなかったと。つまり伐倒木、さらにはその注入処置、そういうものができな

くて900万円というものが減額補正になっているということでございますから、こういうこと

をどういうふうにお考えでここまで思い切って減額したのかということをもう一度お願いい

たしたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） まず、遊休農地の面積でございますが、以

前にもお話ししておりますけれども、遊休農地、耕作放棄地、なかなか定義づけと現況を追

うということが非常に大変な作業でありますので、概括的な把握の仕方として、我々農業を



３２３

担当する側としての認識の中での大まかな把握として、おおむね450ヘクタールぐらいという

ふうな過去の調査などをもとにした数字で把握をとどめております。

  一応それに対する対策、政策的な何か有効な手段ということでございますが、これはもちろ

ん作付がされればなくなるわけですので、作付の動機を農家の方々に持っていただけるよう

な作物の推奨でありますとか、それから、荒れてしまったものを何とか復旧させるための予

算としての耕作放棄地対策の事業でありますとか、さらにそれを継続的に農業をやってもら

うための担い手対策など、もろもろの手だてを駆使しながらこの耕作放棄地の問題につきま

しては取り組まなければいけないと思っておりますし、できる限りの努力をしているという

ような状況でございます。

  あと、ちょっとご質問の中で聞き取れないでしまいましたが、有料田園住宅制度とかという

のは、ちょっと申しわけありません、これについては承知しておりませんので、ご提示いた

だければなお勉強して対応させていただきたいと思います。

  それから、生産対策の事業が実施できなかったもの、ちょっと説明があれでしたが、要する

に被災した農地の復旧を前提として事業を導入する計画でいたんですが、その農地復旧の計

画がこの年度に県のほうの事業が間に合っていなかったと、そういった事情でございますん

で、農家自身ができる段階になったら支援してまいりたいというふうに思います。

  それから、松くい虫のその補助事業につきましては、やりたかったんですが、あくまでなか

なか生産を直接上げる事業じゃないものですから、補助事業を当てにしながら実施してきた

経過がございます。ただ、今年度はその補助事業がつかない財源の中で、単費ではちょっと

実施が難しかったということでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（後藤清喜君） 質疑中ですけれども、ここで休憩といたします。再開は11時15分といた

します。

     午前１０時５８分  休憩

                                           

     午前１１時１５分  開議

○議長（後藤清喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  12番議員の質疑を続行いたします。12番鈴木春光君。

○12番（鈴木春光君） ご説明はご説明として理解されないわけでもないんですけれども、この

予算はつまり震災後における予算組みだったと、予算をとられたんだと思うんです。それを

ここまで至るまでの２年間にやれなかったのかということなんです。やらないから予算は、
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これだんだん余すと今度震災部分の予算、交付金の場合なんかは返済しなくてはならないよ

うなことにならないように地域の農業振興のために使ってくださいということです。

  と申しますのは、例えば耕作放棄地450ヘクタール過去のデータからしてあると言うんだけ

れども、この450ヘクタールというのはいつのときの面積なんですか。いつのときの。現在は

450ヘクタール以上になっているかもしれない。あるいは被災農地、そういうものはどれほど

になっているか。被災農地だってこの面積ぐらいは恐らくなっているでしょう。そういうこ

との振興策をどういうふうに、再生をどういうふうにしたらいいかということなんです。や

はり農業振興を図っていくためにはそういうことが大切だろうと思います。

  とにかく生産対策交付金にしろ再開支援事業交付金にしろ、使って足りないぐらいにしてい

かないと農業振興は図れない。その農業振興を図るためにどういう例えば制度を入れたらい

いのか、あるいは地域住民とのこの策をどうとっていったらいいのかと。即やる気があるの

かないのかになってしまうんですけれども、やはり指導機関との連携をとりながらそういう

ことをやっていただきたいなというふうに思います。

  と申しますのは、今就農人口が60歳以上の方、いや、70歳以上の方がやっているかもしれな

い。この人たちは先が短いんですよ。年齢的には。そういうことからすると、先ほど答弁に

もあった担い手育成等々に力を入れているというようなお話がありましたけれども、担い手

育成にしからばどういうことをやっているのかということになるんですけれども、そういう

ことも農業地域の人たちにも、農業で生活を立てている人にもぜひあわせて振興策に取り組

んでいただきたいなと思います。

  それと最後に、43ページの森林病害虫等防除事業委託料の件なんですけれども、これは従来

から主として防潮林といいますか、神割を主とした海岸周辺の保全に使っているというよう

なことなんですけれども、例えば農林振興課が担当課と思いますけれども、ひころの里の松

林は非常に多いわけです。さらには、あそこの入り口の黒松なんですけれども、今まで再三、

あるいは松くい虫でないのかというふうなことで当時の三浦課長のときから話をしておった

んですけれども、樹木医の診断によればこれは足元を踏んづけているだけで根足が十分水分、

養分を吸収しないためだと。樹木医であったって、医者であったって誤診というものもある

から、今の状態を見ると松くい虫なのかアリなのか、あるいは障害なのか、半分以上あれは

損傷を来していると言ったらいいか、虫食い松です。あれは観光客がこの先多く来られるこ

とからすれば危険な松ですから、あの処理も考えたほうがいかがかなと思います。

  いずれにせよ松くい虫は防潮林だけでなくして、もし町で今管理しているひころの里でもい
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いです。大きな、つまり名木として残しておいてほしいなというような木も松くい虫にやら

れている現状があるわけです。ぜひその現地を見ていただいて、そういうものを保全して、

さらにはあそこは昔から松笠公園、松笠公園と言ったんですけれども、そういう公園にする

ためにもそういう名木、古木というものも保存も大切かと思いますので、その松くい虫対策

事業をぜひそういうことも視野に入れながら、考えに入れながら対応していただきたいなと

思います。終わります。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） まず、先ほど申し上げました耕作放棄地の

面積につきましては、震災前に私の農林当時に把握していた数字を申し上げました。震災後

につきましては農地が被災しましたものですから、その被災した農地の面積分も確実にやは

り議員おっしゃるとおりふえているかと思いますが、これにつきましては復旧・復興の事業

を導入して進めておりますので、認識の中とすればとりあえずそれから外して申し上げたと

ころでございます。

  被災した農地面積、さきのご質問にありましてお答えしませんでしたが、町のほうで今被災

農地面積として事業に入れているのは355ヘクタールほどです。幾分もちろん事業段階におい

ての変動はありますが、これぐらいの面積が被災した農地面積というふうに理解しておりま

して、これらにつきましては復旧事業で現在進めさせていただいているところでございます。

  先ほどお答えした中でもろもろ担い手対策の具体的な内容とか、それから高齢化していく農

家への個別の事業内容など、これらにつきましてはまさに議員さんおっしゃるとおりの課題

でございます。これへの対応としてこの予算の使い方が十分であったのかといえば、やはり

せっかく計上させていただいた予算ですので、なるべくこれをフルに生かしてそれぞれ農業

政策に取り組まなくてはいけないという認識ではおりますんで、新年度以降につきましても

そういった考え、原則に立って精いっぱい取り組んでまいりたいと思いますので、よろしく

ご理解をいただければと思います。

  それから、ひころの里の松の件と、それから松くい虫の予算減額の関係ですが、樹幹注入と

伐倒処理の部分の行為は補助対象外でしたが、地上防除での松くい虫防除については補助対

象となっておりましたので、24年度の事業の中では地上防除のほうは実施していることを申

し添えさせていただきます。

  その上で、ひころの里の松の部分につきましては、経過をお話しいただいたとおり樹木医の

判断で一定の木の根元を踏みつけるコース上にあるものですから、一定期間それを枠を囲ん
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で対処もいたしましたが、その後やはり根本から虫が入って、現在かなり根本の皮が枯れて

しまっているような状況になってきておりますので、今後できるだけの保護、保存は努めま

すが、現状からするとかなり厳しくなってきているので、むしろその後は入館者の安全対策

などへの配慮に努めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。

○議長（後藤清喜君） ほかに。９番小山幸七君。

○９番（小山幸七君） 53ページの学校給食に関してですけれども、学校給食は今地場産の魚介

類などは大体何％ぐらい使用されているんですか。

  それともう一つは、災害復旧のほうで、きのうも公園などの予定地が示されたんですけれど

も、そういうところとか高さが8.7メートルというのはわかっている人が数少ないんですけれ

ども、その標識などを立てる予定はないのかです。この２つ、お願いします。

○議長（後藤清喜君） 教育総務課長。

○教育総務課長（芳賀俊幸君） 学校給食の地場産品ということですけれども、今の状況では野

菜関係については地場産品はもう使えていないというふうな、もうＪＡから一括しての取引

でして、あと、水産物についても一部今現在ワカメぐらいは地場産品を使用していますけれ

ども、何％ぐらいとちょっと率的には申し上げられませんけれども、今の状況ですとそうい

った、まだ震災前のような地場産品の活用の状況というふうな状態ではございません。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 質問を確認しながらお答えしたいと思うんですが、防潮堤の高さを

示す標識ということでよろしいでしょうか。防潮堤の高さを現場に示すということで理解し

てよろしいですか。

  今お話のあったとおり、8.7メートルで防潮堤を計画をして今設計中でございますけれども、

それぞれ設計がある程度まとまった段階でたたき台を持って各地区を回らさせていただいて

おります。その中で、できるものは言葉であらわしてご納得いただける部分はそういう形で

今説明を進めておりますが、もし地域の説明に伺ったときそういうご要望があれば、それは

ちょっと検討させていただきたいと思います。

  ただ、高さがこれまでとちょっと違うものですから、仮設で何か足場を組むとか、そういう

作業が必要になってくるものですから、そこはちょっと地域とも十分相談して、適当な工作

物なり、そういう表示するものがあれば積極的にそれは設置をしていきたいというふうに考

えております。

○議長（後藤清喜君） ９番小山幸七君。
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○９番（小山幸七君） 今食材のほうから先に答弁があったんで。今現在のことではないんです。

というのは、この前漁協の方々の集まりで50人くらい集まったんですけれども、そこで担当

の方は海のものをもう少し学校給食に取り入れてもらいたいというふうなお話が出たんです。

  それで、いろいろ私も見たり聞いたりしましたら、やはり例えば岩手県では前沢牛を使用し

ているとか、あるいは沖縄ではシイラを姿焼きにして出している。あと、日本海のほうでは

松葉ガニ、ああいうものを出しているというような例がございます。これ実際です。

  ですので、やはりここでも子供たちが今食べると、年とってからまで思い出に残るわけです。

例えばアワビとか、そんなに余計じゃなくとも、冬の漁期になったときにアワビとか、ある

いはホタテの貝の刺身とか、ちょっと思い出に残るようなものを。これは山のほうではちょ

っと味わえないものだと思います。

  それで、そういうものを年に１回、３年に１回。今まで出したことはないと思うんですけれ

ども、私も実際子供たちから聞いたことございません。一番多いのはカレーライスだそうで

す。次はワカメのご飯だそうです。そういうところがあるということを私も見たり聞いたり

しました。

  それで、やはり三陸といったら海の幸はこういうものがあるんだよという、そういう高級な

ものは毎回とか毎年とかはいわなくとも、せめて一度や二度、６年間いる間出してやるとか、

そういうことはできないんですかということを伺います。それで、もう少しここは海の町で

すから、海藻あるいはそういう魚介類などを子供たちに食材として与えてはいかがなものか

と考えます。

  それともう一つ、防波堤、防潮堤の高さです。あれはバック堤の高さは。私はある県の方々

が来た会合に参加した方から最近電話をいただきました。それで、２年もたっているんだか

ら大体の高さあるいは公園のできるところ、あるいは東地区、西地区、中央地区というとこ

ろは、もしそういうところに予定が決まっていれば、プラカードのような標識あるいは先ほ

ど言ったようにポールのようなものを立てて、よそから来た人が「ああ、ここまで高くなる

のか」とか「ここへ今度は出て、こういうふうな構想があるんだ」なんていうことを感じる。

  また、現に町内の方々も私らに尋ねるということは余りそういうことははっきり知らない人

が多いと思われます。だから、もう１年以内とか早い時期ならまだだと言えるんですけれど

も、今２年もたって「どこに何がどの程度のものがでるか、あんたら、わらかないのか」と

言われるのがあれですので、やはり遠くから来た人もわかるようにそういう標識などをつく

って、これは予算的にも標識ですからそんなにかからないと思うんです。ただ、確定である
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か予定であるかわかりませんけれども、そういうことはできないのかということです。

○議長（後藤清喜君） 教育総務課長。

○教育総務課長（芳賀俊幸君） 海の町ということで海産物を地元のものを利用するというふう

なお話でしたけれども、アワビとか、そういったものになると当然もう高級食材で、給食提

供単価の部分からなかなかそういうものを使うというのはちょっと折り合わない部分があり

まして、震災前も魚類はほぼ加工品を使っていたんです。骨のない状態で子供たちに出すよ

うな形で。

  だから、そういうものの食材を取り入れるのはなかなか難しいんですが、主に海草類、ワカ

メとか、そういったものにならざるを得ないと思うんですが、いずれ今後工夫できる範囲内

でその辺は取り入れていきたいと思います。以上です。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 標識でございますけれども、住民の皆様にご説明をして一定の方向

性が見えた箇所については標識を設置をしている箇所もございます。ご存じのように戸倉海

岸、それから伊里前の伊里前川ですか、そこにつきましては個別説明会を開かせていただき

まして、図面だけでわからないので、現地にお示しを願いたいというお話をいただいた箇所

についてはそういうふうに設置をさせていただいております。

  ただ、議員おっしゃるようにある程度計画が固まったものであればそういう形でお示しして

も構わないんですが、ただ、まだ住民の皆様とお話し合いができていない部分を町が説明の

前に現地に設置をするというのはどうもいかがなものかというふうに考えておりますし、た

だ、費用につきましても当然安全性を十分考えたものをつけなければならないものですから、

近くに建物があるとか、そういうがっちりしたものがあればそんなに費用はかからないと思

いますが、単独で標識をということになりますとやはり一定の金額は必要になると思います

ので、そこは住民の皆様と説明会の中でいろいろご相談させていただきながら、設置するん

であれば設置をする方向でいきたいと思っております。

○議長（後藤清喜君） ９番小山幸七君。

○９番（小山幸七君） 学校給食の食材のことですけれども、何もアワビの刺身を三つも四つも

やれというんではございません。高いのはこれはみんな知っているわけですから、ウニの時

期にはご飯にウニを入れてやるとか、アワビの一切れでも例えば味つけてそのつゆを出すと

アワビの味がするわけです。それに小さく切ったものを一つでも入れるということになりま

すと、別にそんなに高額なあれにもならないんです。ただ、子供のとき私ら学校給食でアワ
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ビを食べたよと、それが一番の私が子供に対する海岸で育ってこういうこともやったという

ことの思い出になるんじゃないかなと思いまして、そういうことでお話ししたわけです。

  それと、標識のほうはやはり私も確定しないのにそういうことをと思いましたけれども、や

はり何か石油会社のスタンドにしろ、あるいはそういう量販店の企業にしろ、１年前あるい

は５カ月前から大体ここの土地にこうします、ああしますということで看板を立てるわけで

すよね。そういうことを考えて皆さんがこの辺に何が出るのかな、何が出るのかななんてい

う軽い考えでそう言うんだと思いますけれども、しかし、大ざっぱにできていればやはりそ

ういうことも必要じゃないかなと思いました述べたわけです。３回ですので、これで終わり

ます。

○議長（後藤清喜君） ほかに。５番山内昇一君。

○５番（山内昇一君） 補正ですから余り詳しくもどうかと思いますが、43ページの先ほど同僚

議員が詳しく聞きました畜産業費の中で、私も思ったんですが、もうちょっとその辺詳しく

といいますか、内容というか、その辺お知らせいただければなと思います。特にその置き場

所の今後の方向づけというものが急務なんです。それで、参事さん篤とおわかりのとおり新

しい草が生えてくる時期になって、酪農農家にとってははっきりこの問題が片づかないとと

りあえず次の作業に支障が出るといったことですので、もうちょっとご説明いただきたいと

思います。

  それから、林業総務費の中で委託料ですが、先ほども申しましたが、森林病虫害のつまり松

くい虫のことです。その中で、私、樹幹注入が今回見送られたという中で地上防除ができる

ということでありますけれども、地上防除だけで済ませられる場合と、やはり樹幹注入がど

うしても必要なものがあると思うんです。

  特に、私今ちょっと考えたんですが、例えばこの前もお話ししたと思いますが、具体的に一

本松とか入谷にあるんですが、それから、普門院のところの松です。ああいう名木とか、さ

らにもうちょっと言いますと、一般質問でもお話ししましたが、南三陸町の名木である太郎

坊杉がその後どうなっていたのか、ちょっとその辺もご説明いただければと思います。

  それからもう一つは、観光施設の管理費の中で工事請負費ですか、この中に看板設置委託料

といいますか、これが減額になっているが、この辺どういったところを減額したのか、その

辺もちょっとお願いします。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） まず、汚染牧草の保管の場所につきまして
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は、１カ所に集積すればいろいろまたご心配の種になるだろうと考えております。現在の状

態は牛の餌の状態であり、なおかつ濃度からすれば一般廃棄物の基準となる8,000ベクレルか

らずっと低いレベルのいわゆる家畜の餌であって、ただ、餌としてふさわしくない状態の餌

という定義づけができると思います。焼却すれば全く別の今度は廃棄物になってしまいます

けれども。

  そういったことからすれば、現在農家が何とか保管をしている位置から余り大きく移動しな

いような方法で、近場でなるべくその保管の場所を探して、そして農家の倉庫をあけるとい

う工夫をしてまいりたいと思っていまして、その具体的個別な場所については一度まず農家

に集まっていただきながら、そういった物の考え方や、あるいは地域の理解を取りつける一

番いい方法などを考えながら置き場所を相談していこうというふうに思っております。

  それから、松くい虫のほうですが、議員ご指摘のような個別の大切な松とされるものにつき

ましては、ことしの予算ではなく、５年に一度確実に樹幹注入ができるような、そういった

サイクルで大切に保管をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。

○議長（後藤清喜君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（及川庄弥君） 町の名木についての質問、荒沢神社の太郎坊です。震災後２年

にわたり樹木医の指導を仰ぎながら樹勢回復の作業を行っております。現在、枯れた部分も

あるんですけれども、経過観察をしているんですが、見た感じほぼ大丈夫じゃないかという

ふうなことで、このまま生き残っていただければいいなというふうに見ております。

  あと、入谷の一本松についても、一部枯れたのでその枯れた枝については伐採したり何かし

たんですけれども、根本的な樹勢回復ということで樹木医のほうに見ていただいて、それで、

県の緑化推進協議会のほうの内示をいただきまして、新年度にはちょっと予算が間に合わな

かったんですが、正式に通知が来たら補正で対応して、それについても樹勢回復ということ

で、いろいろな方法があるようなので、一番が、松くい虫は別にしてその根のあたりに入ら

ないようにというか、固めて根の毛根が死んでしまうといいますか、それが一番樹勢が衰え

る理由なので、入らないようにするとか、あるいは、根に酸素を送るような機械が今あるの

で、酸素を送って根の毛根を活性化するとか、あるいは、液肥を注入するとか、そんな方法

等をとりながら大切な文化財といいますか、そういうものを守っていきたいなというふうに

思います。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。
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○産業振興課長（佐藤 通君） 46ページの観光施設管理費の中で工事請負費を400万円ほど減

額しております。これにつきましては、この財源内訳のところでも一般財源じゃなくて特定

財源のその他となっておりますが、実は震災前に今後の観光とかのために役立ててもらえれ

ばということでいただいた寄付があるんだそうでして、これでもって実は観光看板とかを設

置してはどうかと考えまして、それでその予算計上はしておったんですが、今の段階で観光

案内のための看板となりますと、若干まだ時期的に早いのかなと判断いたしまして、いずれ

もう少し整理がついた段階で、もう少し振興した暁にそういうような看板を改めて設置した

いということで、今回はこの案を減額させていただきたいというような内容でございます。

○議長（後藤清喜君） ５番山内昇一君。

○５番（山内昇一君） 最初に汚染牧草のことなんですが、参事さんおわかりのとおりで、牧草

って草地のものはラップでくるまれています。それで、放射能が仮にあった場合でもその分

は空中には分散しないという形の中で、きのうもちょっとちょうど畜産農家といいますか、

ちょうどその席にお会いしてちょっとお話を聞いたんですが、そのままですと缶詰状態で閉

じ込められた状態で、穴でもあかない限りは外にも漏れないし、また、そのままの姿でずっ

と、何年も何十年もはどうですか、保存ができるそうです。

  ただ、先ほども私言いたいのは、置き場所って決まっているんです。その使いやすい場所と

か。酪農の人たちはそこの場所を、自分の家の一番使いやすいその場所をできるだけまた次

の草が生えてきたときまたそこに保管するというふうな作業の流れですので、できるだけ町

のほうから早く撤去だけしてもらいたいと。どこに持っていくか。例えば与手五郎のような

ものがあったらそういう町有地を利用できないのかとか、そういったお話も出ているようで

す。

  その辺、参事さん先ほど酪農関係者ならずそういう関係者との話し合いをするということで

すので、その辺煮詰めて早目に処理をして、次の農作業に支障のないような方法でご指導い

ただければと思いますので、その辺よろしくお願いします。

  あと、林業の松くい虫の関係ですけれども、これは例えば樹幹注入だって期間がありますよ

ね。予算がないからといって来年、再来年と延ばせるものではないと思います。それで、お

わかりのことだとは思いますので、その辺樹幹注入の期間切れにならないように、ぜひその

辺検討していただきたいと思いますし、特に次郎坊杉のようなものが、皆さんいろいろ見方

がありまして、だめになったんでないかとか、もう手おくれでないかとかお話ししている人

もいますし、先ほどの説明によりますと大丈夫のようだということで私は安心しているんで
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すが、その辺町民の心配もありますので、ぜひ樹木医等にたびたび診察していただいて名木

を残すような方向にぜひやってもらいたいと思いますが、その辺の今後の対応をもう一つお

聞かせいただきたいと思います。

  それから、この看板ですが、課長さんお話ししまして大体わかりましたけれども、ことしＤ

Ｃが開催されるということで、こういった観光関係の看板の減額というのはどうなのかなと

思ってお聞きしたんですが、今後こういう町の様子ですので看板を設置してもというお話だ

と思いますが、むしろやはり最低限の観光看板も逆にあってもいいのかなと思いますが、そ

の辺もう一度お願いしたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） 草地の指定としての候補、与手五郎牧場と

かというお名前も一つ出ておりますが、そこも候補に入れながら実は検討していたんです。

候補地は原則町有地に置くべきだろうという前提から始まっているんですけれども、ただ、

町有地のどこかの場所をということの考え方でいきますと、そこから始まりますとかなり遠

くの場所に皆さんが大量の牧草を運ばなくてはいけない作業につながりまして、農家の負担

が大変大きいということなんです。

  そういったことから、まだ全体の農家との話し合いはしておりませんが、代表的な方々との

事前の相談事の中では、なるべく今保管している農家の近場の中で倉庫をあけて草地なりに

置かせてもらうのかいいんじゃないかという案になっているために、その方向から協議しよ

うとしているんです。

  そうすると、そこがせっかく草が生えようとしている場所だったりするんじゃないかという

部分が確かにございますが、それらについては今回の予算の中で何とか埋め合わせの持てる

ような手法ができないかなと、そのほかの草地を例えば広げてもらってその分を補うなどを

していただく費用に当たるものがこの委託料の中で何とか補塡できる仕組みができないかな

などと考えておりますが、いずれそれらは農家との協議をしながら適正に進めてまいりたい

というふうに考えております。

  それから、議員おっしゃるとおり５年に１回ずつのサイクルで松くい虫の注射をしていると

なれば、ことし本来やるべきだった部分がおくれてしまったりするわけなんですが、そんな

中でも予定していたものの中でも、先ほど生涯学習課長が申し上げたような個別に必要なも

のについては個別にまた予算をとって実施しておりますので、それ以外の景観を保つべきも

のとしての松くい虫の部分については25年度の予算の中で考えていくということでございま



３３３

す。

○議長（後藤清喜君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（及川庄弥君） 今回の震災で町の指定の天然記念物、大雄寺の杉並木含めて植

物がかなりやられております。名足の柏の木とか、そういうことなので、あと長須賀のハマ

ナスの群生している場所とか、そんな形でありますので、生き残った植物については樹木医

なり連絡をとりながら、あるいは直接現地を見に行きながら、きちっと残るような形で管理

していきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） 看板の関係でデスティネーションキャンペーンに関して議員が

おっしゃるのはそのとおりだと思います。ただ、先ほど申しましたように現状でこの町内に、

町の市街地等に観光看板を掲げるよりもと考えまして、それで今回下げたんですが、実はデ

スティネーションキャンペーンは今回は田束山を中心に展開しようと考えておりまして、そ

れに対応するためとしまして、私どものほうで当初予算のほうで観光施設費のほうに田束山

の頂上のほうにあるいわれのある看板というか、あれが少し字だとかが剝げているところが

ありますので、とりあえずああいうところを直したり、そのような対応はこのデスティネー

ションキャンペーンのためにしようと考えておるところでございます。

○議長（後藤清喜君） ５番山内昇一君。

○５番（山内昇一君） 松くい虫についてはそういう今おっしゃられたお話の内容で私はいいと

思います。ただ、入谷の一本松とか、そういったところの人が踏みつけて根を傷めるような

ところには、先ほど何か人工呼吸みたいな酸素を入れるとか、あるいは液肥といったものの

注入という、何かすごい処置をするようになってきたなと思って、話には聞いていたんです

が、そこまでしなくとも例えば囲いをして柵を回して、その辺人の出入りを少なくするとか、

あるいは入られないようにするとか、そういった簡易な方法でやられたらどうでしょうか。

そういったことで対応していただきたいと思います。

  それから、その看板ですが、看板はもちろんど派手なもので別に私は考えているわけでなく

て、お客さんが来られたときいわゆるこの町のもてなしの心が伝わるような親切な看板設置

と。あるいは壊れた、あるいは剝がれた、そういったものの補修、そういったことでお願い

できればなと思います。

  それからあと、牧草はこれから農家の方とお話し合いをするという中ではまだ決まっていな

いんですが、例えば、そう言うと自分から言うのもおかしいですが、遊休農地みたいなもの
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もありますんで、そういったことの活用で農家との合意形成の中で進めていただければなと

思いますので、その辺お願いします。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） できる限り使っていない土地を使えれば一

番いいわけですので、なるべく地域の中でそういったふさわしい土地を選んで対応してまい

りたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（後藤清喜君） ほかに。ありますか。では、ここで昼食のための休憩といたします。再

開は１時10分といたします。

     午前１１時５５分  休憩

                                           

     午後 １時１０分  開議

○議長（後藤清喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  先ほど歌津地区におきまして山林火災が発生しました。鎮火しましたけれども、危機管理課

のほうから説明を求めます。危機管理課長。

○危機管理課長（佐々木三郎君） それでは、先ほどの火災の概要をご報告申し上げます。

  出火場所が歌津字港228番地、所有者が同じ地番でございまして、団体職員の高橋正様でご

ざいます。自宅裏の母屋から約３メートル離れた場所ののり面を下草を焼くためにバーナー

で焼却していたところ杉山に延焼拡大をしたというふうなものでございます。焼失面積が600

平米というふうなことで、40年生の杉林、大体20本が該当したというふうな内容で、12時12

分に鎮火となってございます。以上でございます。

○議長（後藤清喜君） 質疑を行います。４番阿部 建君。

○４番（阿部 建君） 今回の補正予算、24年度の最終補正、まあ恐らくもう１回あるんでしょ

う。ほぼ最終。調整の最後ということであります。そのことと、それから、おおよそが24年

度予算は災害予算。相当が災害予算であると。そのような内容から、繰越明許がとんでもな

い数多く出てきます。

  その中でいろいろ前者も伺っておりますが、汚染牧草、私は牧草の処理とか、何はどうでも、

どうでもいいというわけでもありますが、どうも予算というものは、繰越明許というものは

何のためにとるのかと。見るのかと。100％繰り越しするんですから。100％。繰越明許とは

どんなときにどういう内容でできるのか、まず課長にそれを聞いて、それと、今牧草は和牛

を飼っている方、それから酪農の方、幾らぐらいあるんですか。和牛と乳牛が。そのような



３３５

こと。非常に畜産が大変な時代に入っています。金額は大したことないようですけれども、

この内容は非常に深いものがあるんです。農業に。それらが１点。

  それから、その下、これも債務負担行為100％。手つけない。予算に手をつけないんです。

これはどのようなあれで平成の森の排水路を整備する事業。これいつの時点で予算をとって、

何で一銭も手をつけないで繰越明許と。こんなことできるんでしょうか。繰越明許のとき、

私はこんなこと本当は災害だから余り言いたくありませんが、幾ら災害であってもちょっと

認めにくい内容と思います。

  それから、平成の森の災害復旧事業の、これは何をどうしようというのか。25年の７月まで

に。何をどうしようとして、何の理由でできないものか。本当はこのぐらいの繰越明許があ

れば町長でも誰でも最初にこれを説明する必要があるんです。担当あたりではこういうこと

はわかりませんよ。

  次に４点目、水産加工場等の施設整備。これは３社のうち１社が辞退したと。それで、２社

が補助対象になるんでしょう。それで26年３月まで相当の金額でやります。８分の７ですか

ら。90％に近いんです。そういう補助をするということ。一体これをどこにどの……まあ業

者はいいでしょう、名前はいいですけれども、どの場所にどのような方法でそのような大施

設が水産加工で。山の上に水産加工をやるわけじゃないから。どこにどのようにして、果た

してできるのかどうか。詳しくこの点は説明していただきたい。この後、繰越明許は終わり

です。

  次に、22ページ、歳入。災害復旧費の県補助金の減額があります。これが災害廃棄物処理事

業費の補助金が減額されると。こういうものは災害補助金で減額は内容もお伺いしたいんで

すけれども、この減額分はどうするのか。災害復旧費は積み立てることはできるのか、県の

ほうに返還するのか、どういうことになっているのかです。その辺の説明を願いたい。これ

４つ。

  次に、27ページ、災害復旧費、これは雑入です。被災自動車売り払い収入の寄付金となって

いるわけで、いろいろ説明あります。それで、まだ終わったわけじゃない。終わらないでし

ょう。終わったんですか。その辺も含めて、まだあるんでしょうが、まだ清水のもとの小学

校跡だの、ああいうものの内容じゃないのかな。これ違うのか。まだまだいっぱい廃棄すべ

き自動車があるようですけれども、終了したのか、まだあるのか。さっき台数まで話したよ

うな、説明したような感もしますが、もう一度その辺を説明していただきたい。

  それから、39ページの扶助費20節、災害弔慰金の減についてもう一度、説明はあったろうけ
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れども、8,200万円、大金であります。どのような内容であるのか伺いをしたいと。

  それから、45ページ、19節、起業支援金の関係がありますが、この起業支援ということは新

たに事業を始める方々だと思いますが、何社ぐらい本年度起業したのか、それらの現在の内

容と起業家の内容がどうなっているのか。順調にいっているのか、補助を受けたけれどもや

めたとか、やっていないだとか、いろいろありますよ。それを説明していただきたいと。

  それから、48ページ、負担金補助及び交付金、19節、これが気仙沼・本吉地域広域行政組合

負担金。なぜ負担金なんていうものは決まっているはずなんだが、なぜこういうふうに余剰

金が出るのか。負担率が変わるんでしょうか。

  大体８点ぐらいですね、今のところ。説明を願います。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） １点目の汚染牧草の予算の明許繰り越しの

件でございます。これは本当に先月末急遽出てきた問題ではありますが、それ以前から農家

から相談を受けておりまして、町側としては一日も早くこれは解決しなければならない問題

として認識しておりました。

  それで、方針が明らかになったものですから、その置き場所なんかの土地を整地したりとか

部分的に予算執行が出てくると思いまして、24年度に支出負担行為を支払いは25年度に行う

つもりで翌年度に100％を繰り越しておりますが、支出負担行為の一部を24年度に実施するた

めに今回の補正予算に計上しております。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 私のほうから２点ほど。平成の森に関する部分でございますけれど

も、１点目、排水路でございますが、現在ちょうど工事場所で民間で建物を建てているとい

う状況がございまして、その建物を建てるに当たっても排水路とラップするものですから、

その調整をしていたということでございまして、建物の柵が終わらないとちょっと工事がで

きないということで、出来高が年度内に支払いができないという形でございます。

  それから、平成の森の施設につきましては地震によりまして野球場、それから建物それぞれ

被災を受けておりまして、その査定がたしか年末にございまして、それで12月議会で予算を

計上させていただきまして、２月の後半に契約をしたという状況でございまして、年度内に

はそれほど支払いが生じないということで、ほぼ全額近い形が繰り越しになっているという

状況でございます。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。
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○産業振興課長（佐藤 通君） 水産加工施設の関係でございますが、３件のうち今度やる２件

のほうは、１件は戸倉地区の折立地区に珍味だとかの加工をするところでございます。それ

から、もう１件は志津川荒砥地区で、主に生ウニ等の、生だけじゃないんでしょうけれども、

それらの加工をするというような予定のところです。そういうところでございます。

○議長（後藤清喜君） １番議員が着席しております。

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。

○環境対策課長（千葉晴敏君） それでは、災害廃棄物処理事業費補助金の減額についてご説明

申し上げます。

  これは平成24年度に見込んでおりました廃棄物処理事業のうち、環境省の査定を受けまして

事業が確定したことによります24年度分の余剰分の減額ということになります。

  また、平成25年度事業といたしまして、改めて新年度になりましたらば当該年度分の事業費

のほうはまた計上すると。査定を受けまして、また新たな事業として25年度事業を実施する

予定になっております。

  それからもう１点でございますが、被災自動車の売り払い収入寄付金でございます。これに

つきましては、先日の総務課長の説明の中で３カ所の台数のほうはご報告申し上げておりま

すが、ご指摘のとおり清水小学校分がまだ終了しておりませんで、その分が残っております。

  ただ、今清水小学校分でこちらで把握しております台数が307台残っております。金額につ

きましては、これがまだ確定しておりませんけれども、今の見込みで確認したところ480万円

ほどの金額になるという見込みでございます。

  そういたしますと、前回小森、それからＪＡ跡地、黒潮グラウンド、それに清水小跡地と、

この４カ所を合計しますと台数にして2,251台、金額にいたしますと2,860万円ほどの最終的

な金額になると考えております。

  なお、この事業につきましては宮城県に委託しております事業でございますけれども、今の

ところ町内で確認されている自動車については全てここに集積済みというふうに考えており

ます。

○議長（後藤清喜君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 39ページ、扶助費の災害弔慰金の関係でございます。当初、関

連死等も考慮して１億円を計上させていただいておりました。最終的には24年度で主たる生

計維持者、500万円ですがお一人、それからその他の分というふうなことで250万円が５人と

いうふうなことになりました。今のところそれ以上は見込めないというふうなことで今回減
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額というようなことになりましたので、ご理解いただきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） 申しわけありません、１つ漏れておりまし

た。

  畜産家の酪農農家とか肥育農家、繁殖農家の数ですが、酪農のほうが15軒、それから繁殖農

家で35軒、肥育農家で６軒という状況でございます。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） 45ページの商工振興費の起業家支援補助金でございますが、今

年度は６件でございます。仕事を新たに始めるだとか、そういうような内容でして、６件で

ございました。

  新たに始める事業で、それで、始めてすぐにやめたとかというところにはなかなか補助でき

ませんので、計画書に基づきまして本人から聞き取りをいたします。それで、審査委員会を

設けまして、そこでここは大丈夫だろうというところに補助するということで……事業者の

一人一人の内容でございますか。飲食店、それから化粧品販売店、それから床屋さん、理容

のほうです。そういうようなところでございます。それを新たに始めるという方々、合わせ

て６件でございます。

○議長（後藤清喜君） 総務課長。

○総務課長（佐藤德憲君） 前段で繰越明許費のそういう考え方についてご質問ございましたん

で、議員とくとご承知かと思いますが、やはり予算につきましては単年度主義でございます

ので、事業を計画して歳入歳出年度内に終了するという予定で予算を組むわけでございます

けれども、特別な事情で年度内に終了できる見込みがないという場合については明許繰り越

しをして、予算書の議決を経て次年度に繰り越すというのが明許でございます。

  その特別の事情でございますけれども、年度内に終了する予定で組むんですが、特に漁港等

の場合そういった気象の変化とか、そういうふうなことでおくれる場合もございますし、今

回の場合は年度途中で事業決定ということになった事業が結構多うございまして、最初から

単年度では終了は無理であろうと。ただし、31日以降の翌年度までの契約はできませんので、

とりあえず３月31日までして、それから工期を変更して翌年度に繰り越すといったことで、

今回特にこの災害の関係で非常に多くなっておりまして、大変申しわけなく思ってございま

すけれども、通年ですとこういう明許繰り越しは１件か２件ということでございますが、そ

ういう災害復旧事業が多く入ってまいりました関係でそういうことになりましたんで、ご了
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承いただきたいというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） 危機管理課長。

○危機管理課長（佐々木三郎君） 補正予算書の48ページでございます。消防費の常備消防費の

負担金でございます。本来であれば人件費相当額、それから施設の維持管理費というふうな

ことで積算する内容になってございますけれども、今回被災を受けました南三陸消防署、そ

れから南三陸消防署の歌津出張所等の建築に際しまして額が確定したものですから、それと

あわせてまた備品等の購入で、これも額の確定したことから減額というふうな措置をとった

ものでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（後藤清喜君） ４番阿部 建君。

○４番（阿部 建君） 大体皆さんの答弁が終わったようですけれども、最後の負担金です。い

ろいろ説明がありましたが、余りにも金額が大きいので、こういう災害の時期ですのでそう

いうもろもろの内容のもとにそういうことはあるというようなことですので、職員のやはり

これも広域の消防、広域消防なんていうのは人員が決まっているんじゃないかと思うんです

が、それはもう派遣職員なんていうのは消防にもあるんですか。

  予算は余すのもいいけれども、余り余すというのもうまくないんですよ。余すということは

仕事をしないんだから。予算を余すということは仕事をしないということ。そういうことに

なりますよ。

  それから、今度は下のほうから。いろいろ忘れておるから。弔慰金8,300万円の減額。これ

らも説明では何かちょっと当初の予算が課題だったんじゃないですか。適切ですか。それを

ただすんだから。もう決算が来るから決算の問題にしますが。人数にして相当の差があるん

でしょう。何人ぐらいですか。あなたたちはこれを専門にやっているんだから。プロの職員

として、プロフェッショナルだから。我々は素人だけれどもね。

  車の関係はそういうことでしょう。

  大体予算のほうは、繰り越し明許も、やはりそういう答弁、最後に立派な総務課長さん、特

別な事情、みんな参考書を持ってやっているんだから。参考書を見ながらやっているんだ。

頭に入らないから。そういうことですので、こういうことは理由にならないんです。今言っ

ている繰り越し明許の理由にならないんです。ならないですよ。世の中にありますか。繰り

越し明許というのは万やむを得ない措置なんだから。特別の万一やむを得ない事情によって

工事等ができなかった場合。できないということがわかって予算をとっているのか。予算を

とった以上はやはり仕事をやるべきだ。やるべきですよ。どんなことがあっても。そのまま
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最初の予算が補正で100％減額するなんて、そういう補正は聞いたこともないですよ。たとえ

災害時であっても。

  それは保健体育費でも私は同じだと思います。その内容もわからないで予算をとったんです

か。どこがおくれたとか、こうだとかああだとか。その内容がわからなくて予算をとってい

いものかどうか。わけがわからなくてですよ。そう思いませんか。

  平成の森ね、水路とかというのは、これは重要なんですよ。平成の森の水路。何をおいても

やらなくてはならない。そう思いませんか。いつやってもいいんであれば予算をとる必要な

いもの。そう思いませんか。牧草はそのとおりですよ。100から50に基準が下がったと。それ

は４月でしょう。そういうふうに下がったのは。基準が下がったのは。あなたのその答弁は

きのうでも下がったような話。そう思いませんか。

  こういうことをただすために議会はあるんです。監査委員もどうですか、こういうことは。

監査委員に答弁を求めます。そんなところで２回目の答弁は。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） ご指摘の部分につきましては確かに特別な

事情という部分でございますんで、それに該当するかどうかという部分につきましては十分

なご説明ができていなかったと思います。

  それで、先月のその牧草を市町村で処分するという方針が出たのは、実はこの予算書を編成

している先月の本当に末でございました。とはいえ、とにかく農家に一刻も早くその措置を

とって、春先に間に合わせる手だてをするためには一日も早く年度内から着手をしたいとい

うような、いわゆる緊急性を感じまして予算に計上させていただきましたが、具体的にはこ

れから地域と話し合いをしながら予算執行していくような流れになりそうなものですから、

大変申しわけございませんが100％ということにさせていただいた次第でございます。

○議長（後藤清喜君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 弔慰金の関係でございます。昨年度、24年度の当初の予算作成

の段階では死亡者の数がまだ確定をしていないというようなことがございました。弔慰金が

不足するというようなことがあり得ないように、申しわけないんですが、マックスでとらさ

せていただきました。その際の人数としては200名というふうなことで予算をとらさせていた

だきましたが、その後関連死等も少なかったというふうなことで今回こういう大幅の減額に

なるというふうなことでございますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。
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○建設課長（三浦 孝君） 平成の森の水路工事でございます。水路といいましても側溝を入れ

る工事でございますが、先ほど申したとおり、ちょうど入り口付近で今水産加工場の工事を

しております。町の工事を優先するか民間の工事を優先するかという話になったときに、ど

うしても雇用の問題もございますので、民間の工事を優先してやっていただいて、その後に

町がやるという判断をさせていただいたところでございます。

  それから、平成の森の施設の復旧でございますけれども、きのう出ました名足小学校、それ

から総合体育館と同じ査定を受けておりまして、それぞれ12月議会で予算を議決させていた

だいたところでございます。教育施設でございますので、幾らでも早くもとの姿に戻して皆

さんに使っていただきたいということで、本来であれば議員の質問のとおり４月の予算でも

いいという判断もあるかと思いますが、なるべく早目に使っていただきたいということがあ

りまして、今回補正をさせていただきまして工事を進めてございますので、ご理解をお願い

をしたいというふうに思います。

○議長（後藤清喜君） 危機管理課長。

○危機管理課長（佐々木三郎君） 48ページの常備消防費の減額の件でございますけれども、消

防庁舎等の建設に係る請負残を減額するものでございますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。

○議長（後藤清喜君） ４番阿部 建君。

○４番（阿部 建君） いろいろ皆さん説明をしていますけれども、私は納得しているのは半分

ぐらいです。このようなことは、これは監査委員に私は質問するんです。代表監査委員さん。

あなたは毎月これを見ているんです。私は監査委員さんに質問するのは得意なんだからね。

我慢してやっていないんだもの。そんなわけで、とにかく災害ですから職員も不足している

中でこのような質問はしたくありません。しかし、やはり物事には決まりがあるんですから、

今後はそのようなことのないように、繰越明許、万やむを得ない措置です。特別な事情です。

手をつけないということがあるもの。手をつけないということ。何ぼか手をつけて残したと

いうなら、これは特別な事情だもの。頭から手をつけない予算だという。そんなこと世の中

にありますか。いろいろ説明しても「はい、そうですか」という人は議員達にはないと思い

ますよ。そういうことで、我々もめくらでだけやっているわけでありませんので、その辺を

今後気をつけて、皆さんこれからみんな出世していく方々だから。新年度になればまた偉く

なる。そういう方々いっぱいいるんでしょう。プロですから。監査委員、まあいいですから、

わかったろうから。わかったろうから。あなた、後で怒られるから、まあいいでしょう。
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  それで、この中で26年度の３月までという。繰越明許は２年も３年もできるんですか。次年

度、次年度、出るの。こういうものは継続してとれないんですか。継続して。どうですか。

○議長（後藤清喜君） 総務課長。

○総務課長（佐藤德憲君） 繰越明許費は２カ年までできますんで、最大26年の３月まで。継続

費ということなんですが、これはよく学校を建てるような場合にやるんですけれども、事業

費が明確になって、ことしは５億円、来年は５億円ということで決まればいいんですけれど

も、災害復旧事業ですと５億円予定しても６億円くらいやる場合もありますんで、そういう

ことで明許繰り越しということにさせていただいておりますんで、ご理解いただきたいと思

います。

○議長（後藤清喜君） ほかに。15番西條栄福君。

○15番（西條栄福君） 繰越明許に関しましては前者も十分ご審議されましたので、私も伺いた

いところはあったんですけれども、納得いたしましたんで、これは省かせていただきます。

  それで、26ページの雑入ですけれども、４節の農林水産業費、100万円と金額は小さいんで

ありますが、吸収源対策です。これによって収入に計上されているわけなんですけれども、

これの説明をいただきたいと思います。

  それから、これはただいま前者もちょっと触れたんですけれども、27ページのこの被災自動

車の件であります。先ほどの総務課長の説明、町が一時負担金を出して片づけていただいて、

その返りが来たような説明だったと思います。さらに、先ほどの担当課長の説明で大体わか

りましたが、町のかかわりです。これは県事業でありますので警察とか県に委託してやって

いるものでありますから、警察とかそちらのほうでやったと思うんですけれども、この町の

かかわりです。片づけるときの。これは委託したということはどの程度かかわっていたのか、

その辺の説明をいただきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） 26ページの雑入の中の農林水産業林業費雑

入で二酸化炭素吸収量売り払い収入でございますが、さっきの予算で売り払い2,000万円を計

上してございましたが、消費税相当分ということで100万円事業者のほうから追加をいただき

ましたので、今回追加させていただきましたので、よろしくお願いいたします。

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。

○環境対策課長（千葉晴敏君） 被災自動車の回収業務につきましては県に委託ということでお

話しいたしましたが、そもそも震災後に町内に散乱してある自動車等ですけれども、当然ご
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遺体の捜索等、そういう形を警察のほうでも行いながら、それぞれの仮置き場のほうに回収

をしたということで、その流れの中でこの事業につきましては宮城県のほうに委託をしたと

いうことになりますけれども、町といたしましてもこの町内の散乱した自動車等の場所等の

把握とか、そういった形での町内での回収のポイントとか、そういったものの調査活動のほ

うは行っております。

  また、この事業を今県のほうに委託した上でも、県で最終的にそれぞれの仮置き場において

その台数を確認して業者に引き渡す、そういった作業の中で町にも立ち会いの要求がござい

ますので、そういった節目節目には町も立ち会いを行いながら確認の作業を一緒になってや

っていると。そういう中で、３カ所については事業のほうは一応終了して、残りの１カ所の

最終的な確認作業が残っているというところでございます。

○議長（後藤清喜君） 15番西條栄福君。

○15番（西條栄福君） この二酸化炭素ですか、そうしますと、さきの契約した町有林の消費税

ということですね。私、これ売り払い収入とありましたから、この件につきましてはここ数

年前から酸素取引という形で大手企業とこういった自治体とが契約をするというような傾向

が大分見られてきておったわけでございます。

  それで、この100万円というものが計上されましたから、町有林に換算してどれぐらいの二

酸化炭素を吸収しているんだよと、それによってこれぐらいの、売上高と言ったらおかしい

んですけれども、そういうふうに解釈したものでありまして伺った次第であります。

  これは一言言わせていただきますと、契約したからといっていいわけではないと思うんです。

契約した以上は効果を上げないことには契約に反するんではないかと思うわけでありまして、

この効果を上げるという手法です。これについてもしお考えがあれば伺っておきたいと思い

ます。

それから、実は先ほど清水小学校という具体的なあれが出たんですけれども、実は先週の金

曜日、８日ですか、実はこの清水小学校の被災自動車置き場において作業員が自動車の中か

ら遺骨を発見したんです。その辺はこちらに届いているかどうか、ちょっとそれも確認させ

ていただきますけれども、作業員もまさかそんなことはあるはずがないということで、車の

中に何か着物の切れ端みたいなものを見つけたんだそうです。それで、そんなことはないだ

ろうということで作業を進めようとしたんですけれども、何か胸騒ぎがするということでお

りていって確認したならば遺骨があったと。

  そういうことで、当然ですが警察に連絡してその車の所有者の家族を呼んで確認したと。そ
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うしたならばまずほぼ間違いないであろうということで、その家族がそこで泣き崩れたそう

でありますが、今は警察のほうで引き取って、約１カ月ぐらいかかるとか言っていましたけ

れども、その判別をするんだそうです。

  ２年もの間ここで車の中にいたということを聞かされまして私も胸が痛んだんではあります

が、そういうことで町がどの程度かかわっていたのかなと、そういうことを伺ったわけであ

りまして、警察とかからは、ではこれは全然連絡はなかったわけですね。

  そういうことで、行方不明者の捜索ということで、改めてやはりこの辺を少し考え……清水

小学校につきましては車の台数も残り少ないわけですけれども、遺族側とすればやはりこの

行方不明者の捜索ということで瓦れきのみならず、やはり考えなければいけないんではない

かなと思ったんで質問したわけであります。その辺の考え方があれば伺っておきたいと思い

ます。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） 二酸化炭素の吸収量、売り払い収入という

表現で記載させていただいておりますが、フォレストック、12月に補正させていただいた

2,000万円のフォレストックの契約の関係でございまして、2,000万円に対する５％で100万円

の消費税が事業者のほうから上乗せされてございます。

  これを今後も適正管理、効果を上げていくということはまさに必要なことでございまして、

その手法としましてはやはり森林の環境整備を進めることにほかならないだろうと考えてお

ります。本来的には、今回は町の山林だけですけれども、森林再生プランの中では個人の山

林も含めてやはり適正な管理を今後進めていく努力をしたいと。国の補助事業などを生かし

ながら今後の事業計画を考えてまいりたいと思っております。

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。

○環境対策課長（千葉晴敏君） 清水小学校の被災自動車の中から遺骨が発見されたという報告

というか、連絡は環境対策課のほうにも入っておりました。つい先日のことでございます。

警察署のほうで立ち会いをされたということの連絡はいただいておりました。非常にびっく

りしたということでございますけれども、これまでもそういった瓦れきならず、いろいろな

被災物件の回収につきましてはもちろんそういった当初からご遺体の捜索というものを第一

に考えながら万全を期してきたつもりではございましたけれども、今回このような事態が発

生したということで、まだ瓦れき類も残っているものもございますので、なおその辺につき

ましてはこういう事例もあったということで、なお現場のほうにも周知徹底を行いながら、
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万が一に備えた体制は強化をしてまいりたいというふうに考えております。

○議長（後藤清喜君） 15番西條栄福君。

○15番（西條栄福君） この吸収源対策、今参事がおっしゃったとおりであります。町有林から、

そして民有林へと。この南三陸町を一つのフィールド化して、そしてやっていかないことに

はやはり効果が上がらない。そういうことで、今度高台移転ということもございまして、か

なりの町有林も伐採されてくると思います。そういったところで、吸収源対策、全てを伐採

したのでは効果が上がらないわけでありまして、その伐採した分、やはり今言ったようにほ

かの町有林あるいは民有林に手を加えて吸収源対策をしっかりやっていかないとこの契約に

反していくというか、効果が上がらないものとなると思いますんで、その辺のところをしっ

かりとやっていただきたいというふうに思います。

  それから、今の被災自動車の件、わかりましたので、このような家族もおったものですから

一言発言させていただきました。ひとつこの辺のところ、行方不明者の捜索ということで町

のほうとしても警察、宮城県とかかわりを持ちながら意を持ってやっていただきたい。以上

です。

○議長（後藤清喜君） 14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 最初に、前者もいろいろと繰越明許費についての質問があったわけです

けれども、この工事の完了、事業の完了見込み、25年、26年ということが事業発注といいま

すか、予算をとったときからわかっておったわけなんですよね。であれば、やはりこれは継

続費でやるべきじゃなかったのかなという感じをするわけですが、先ほど総務課長のほうか

らいろいろな理由を述べられてこういうことになったということですけれども、年度途中の

予算チェックをといいますか、確定された国からの復興交付金の確定によっての事業であり

ますけれども、しかし、年度内には事業が終わることは難しいということはわかっているわ

けですから、やはりこういうときには継続費でやったほうが私はいいのかなという感じがい

たしました。

  それで、この繰越明許になるわけですが、これからまた来年度にかけていろいろな災害復旧、

復興等々の事業がやられるわけであります。そこで、きのうもちょっとお話があったんです

が、この事業を発注するに一つの入札です。入札でやられるものもあるわけです。昨日のこ

の工事請負契約の中の議案ということで提出されました。そこで随意契約で発注したと。

  その随意契約の理由はと聞いたら、一般競争入札でやったんだけれども３回不落に終わった

ためにやむを得ず随契だというような、これは随意契約については文言が法律で定まってい
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るものですからそれはそれとしていいんですが、その随意契約に至るまでなんですが、なぜ

３回も不落になったのかという、そこの原因です。それは執行者が予定価格あるいは工期

等々の問題はなかったのかどうなのかです。その原因は何なのかと。

  これからも入札に当たってそういった不落の場合、予想されるわけですよね。その場合にも

こういったこの間やられたような随意契約でやられるのかどうなのか。その際、その随意契

約をする相手方なんですが、一般競争入札に参加した業者の中から随意契約をするのか、あ

るいはその参加しないほかの業者に随意契約をするのか。その辺の決まり、規定、どのよう

になっておるのかです。その辺のお話をお聞かせ願いたい。

  それから、今後ますます25年度、この復興事業は数多くなるわけなんですが、この下請契約

といいますか、元請、下請、孫請とあるんですけれども、その際の決まりがきちんとあるわ

けですよね。下請あるいは孫請とあるんですけれども。今回のこの復興交付金の中での事業

はどの辺まで認められておるのか。孫請の孫請でもいいのか。

  今戸倉地区でやられている瓦れきの処理ありますよね。大手さんが。清水建設ですか。あの

事業については下請はいいけれども孫請はだめだという事業内容なんですよね。それで、下

請どまりで今やられているわけなんですが。今回我が町が発注する事業についてはどの辺ま

で認めるのか。10社でも20社でも下請、下請、孫請でやってもいいのかどうかということを

お聞かせ願いたいと。

  それから、41ページの焼却灰、前者がいろいろと質問しておったんですが、お話を聞きます

と放射能の関係で青森の三戸の最終処分場から受け入れることを拒否といいますか、できな

いということで断られたということで大変今苦慮しているようであります。

  それで、まずこの焼却灰に関する１つ目でお聞きしたいのが、今戸倉地区で震災による瓦れ

きの処理をしていますよね。そして焼却していますよね。その灰がありますね。その灰の処

分の責任所在は業者にあるのか、請け負った業者、焼却している業者なのか、我が町なのか、

どちらなのかなんです。今やっている焼却処分ありますね。あそこの燃やした灰の処分につ

いての責任は町がとるのか、処分の方法ですよ。町が責任を持って処分するのか、業者が責

任を持って処分する事業なのか。その辺のところが第１点。

  それから、今お願いしている青森県三戸町の最終処分場に、最初に言った我が町であれば戸

倉地区の処理場、焼却処理で、それから、気仙沼市であれば小泉地区、それから階上地区と

あるわけです。岩手県も何カ所かあるわけです。その灰は我が町でお願いしている三戸町に

は持っていっていないのかどうか。言っている意味わかりますか。震災前に出た、我が町ば
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かりじゃなく、この三戸町はもともと我が町だけじゃなくてよそのものも入れていると思う

んですけれども、でも、この震災後の震災瓦れきの処分した灰を今お願いしている三戸町に

処分をお願いしているのかどうなのか。

  それから、今気仙沼市に我が町でお願いしている灰は、灰をお願いしているわけですね。気

仙沼市のほうに置いてもらっていると。そのスペースといいますか、猶予といいますか、あ

とどれぐらい余裕があるのかどうか。お願いしている、三戸で受け取ってもらえないものを

燃やして気仙沼市に置いているわけですから。それがいつまで大丈夫なのかということ。そ

の置く場所がいっぱいにならないのかということです。猶予といいますか、余裕がいつごろ

まであるのか。その辺をお聞かせいただきたいということです。

  それから、43ページの松くい虫の防除です。前者いろいろとお話がありましたけれども、震

災前から、震災で２年過ぎましたけれども、最近になって随分そちらこちらで松くい虫が目

立ってきている。中には民家のそばで大きい何百年とした松が民家の近くに立っているわけ

です。この間の風のときにも私も心配したんですけれども、あれ倒れて民家に行ったら大変

な損害が起きるんじゃないかなということで見ているんですが、その辺の把握というか、今

何カ所ぐらい、何本ぐらいの松くい虫を地域の方々から伐倒してほしいという要請があるの

か。それで、まだ執行できないのか何本ぐらい残っているのかです。

  小さな松であれば大したことないんですが、今言ったように大きい太い松が民家のそばにあ

るということになりますと、この損害になった場合の補償問題がどこになるのか。多分町の

ほうに早く切ってくれということを言っているのにさっぱり町で切ってくれないからという

ことにならないのかどうかということです。その辺が心配なんです。今度山林の所有者が負

担しなければならないのかといろいろあるんでしょうけれども。ただ、黙っていたわけじゃ

ないから、町のほうではそれを切るということを前からやってきたものですから、なぜやっ

てもらえないのかということで責任転嫁にならないかという、そういう心配がありますから、

その辺のところをお聞かせいただきたいと。

  それから、いっぱいあるんだけれども、まとめますからね。45ページのアワビの稚貝700万

円減額だと。説明を聞きますと県の水産公社がだめになったと。それから、南のほうでは伝

染病だからほかからの遠くからの購入ができないというようなお話でありましたが、でも、

秋田からは幾らか購入したというお話です。

  この700万円の予算をとるときに、どこから購入する予定でこの予算をとったのか。水産公

社ではないということはわかっているんですから、どこから購入する予定でこの700万円を予
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算化したかということです。

  もう一つが、57ページのこの防災集団移転の志津川中央分の減額ということであります。こ

こは県の文化財の発掘ということで、その調査が終わらなければ事業が進まないということ

もわかっておりましたが、その文化財の調査をするたびに臨時職員の募集をかけたようです。

実際かけました。

  当初は２月の中旬ごろからやられるということで始まったんですが、なかなか木の伐採ある

いは表土を取り除く作業がおくれているためにまだその事業が行われていないんですが、そ

の文化財の何する作業員も募集をかけたんだけれどもなかなか集まらないということで、私

自身もこれ余り人が少なければ志津川地区の防災集団移転、特に中央に行く方々の移転がお

くれるだろうと、一日も早い復興のために人集めをしなければならないということから、私

も多くの方々に声をかけて、そして申請書を、履歴書を、写真を撮りに行くにも乗せていっ

たり、それから、どう書くんだろうと履歴書を買って預けて、自分で私が書いて、そして今

度は面接にも乗ってくる車がないと私も乗せてきて送っていって、そんなこともいろいろし

たんですが、その方々は働く予定でいたんです。

  ところが、小泉地区の焼却、先ほど言ったごみを燃やす焼却ありますよね。震災瓦れき。そ

ちらのほうで人が足りないということで募集をかけて、営業マンではないんでしょうけれど

も、その頼まれた方がぐるっと人集めに歩いたわけです。それで、１日9,000円だと。体が動

ける方ならどなたでもいいと。中に80歳の方もいるそうですが。

  その募集をかけている方がたまたま私が乗っけてきて面接して合格した方々にも行ったんで

す。そうしたら、町でいつから始まるんだろうという問い合わせがあって、今の段階でまだ

私も言えないと。それなら、そっちも値段がいいから先にそっちに行くからみたいな感じで

今その方々が進んでいるんです。

  町では時給720円なんです。その土をほっくり返すようなこと。そっちは１日７時間労働だ

そうです。８時から５時までですが、お昼休み１時間、午前中30分、午後30分の休憩時間で

７時間。それで、長靴だけ履いていけばいい。手袋、こんなもの、マスクとか、一切そちら

のほうで持ってくれると。ああ、これなんだもねぇねと。近場にも弁当屋さんも今度出て、

おにぎりを持っていかなくともそこでも食べられるというようで、そういった方々が今行か

れるんです。なおさらこれはおくれるなという感じを今しているんですが。

  それで、担当課長、今何人ぐらいの方々が応募されて、その中で何人ぐらいこれ、抜かれる

という言葉は当てはまりませんが、そちらに行かれるのかわかりませんが、正式にいつから
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始まるのか。その決定した方々にいつから始まりますからという、通知じゃないけれども、

案内ということもやはりやられる必要があるんじゃないかなと。いつになるかわからないか

らとそっちに行かれてしまったんでは、全員行かれては大変ですよ。そんな思いがしますん

で、まずそれをお聞かせいただきたいと。１回目の質疑を終わります。

○議長（後藤清喜君） ここで休憩といたします。再開は２時25分といたします。

     午後２時０９分  休憩

                                           

     午後２時２５分  開議

○議長（後藤清喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  14番議員に対する答弁を求めます。総務課長。

○総務課長（佐藤德憲君） それでは、１点目の入札の不落になった場合の手続でございますけ

れども、今回一般競争入札で入札を執行いたしました。一般的に私どもは３回札を入れさせ

ております。３回目で予定額に達しなかった場合には不調ということです。その不調になっ

た場合のどういった制度が可能かといいますと、やはりもう１回入札手続のやり直しという

方法があります。それから、先ほど申し上げました地方自治法の規定によりまして随意契約

と。

  この随意契約ができる範囲なんですが、規定上は決まっておりません。したがって、どなた

でも随意契約できるんですが、一般競争入札でございますんで、それぞれの業者の資格を定

めてございますんで、少なくともその資格以上の者でないと随意契約の相手方にすることは

できないと。

  今回、一般的な例でございますと、３回応札をして、それで最低の方々、これは引き続き参

加意欲があると、工事を受注する意欲が見られるということで、通例上は入札をやって３回

目の最後の方と最初にお話をさせていただくと、そういったことでございます。随意契約と

いえども予定価格は変えることはできませんので、見積額が予定価格に達した場合にはその

方と随意契約でやると。今回たまたま１社だけでございましたんで、３回やって不落になっ

たと。その後、見積もりを徴した結果、予定価格に達したということで契約をしたというこ

とでございます。

  それから、継続費でございますが、私も継続費というこれまで南三陸町でそういった例で契

約したことはございませんので、正直深くわからないわけでございますけれども、通常は学

校関係ですと国庫負担金が例えば６：４とか５：５とか、そういった年度によって補助金が
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決まっているものがございます。そうしますと、それに伴いまして各年度の事業費を確定い

たします。24年度は６億円、25年度は４億円。その額は変えることはできません。したがっ

て、相当の縛りがある。

  それと、今回の場合には24年度の事業ということで国は補助金に債務負担行為を設定してお

りませんので、24年度中に使ってくださいよと、こういう趣旨でございますんで、したがっ

て、私たちとすれば制度上繰り越す以外にそういう方法はなかったということでご理解いた

だきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 総務課長、不落の原因。

○総務課長（佐藤德憲君） 済みません。不落の原因ということでお尋ねでございますけれども、

いろいろ多分参加業者の方々は努力はして入札はすると思うんですが、まずもって予定価格

に達しないということが不落ですんで、その原因として人件費が高騰しているのか、あるい

は材料が高騰しているのか、あるいは工期が短いのか、いろいろな理由は考えられると思い

ますけれども、私どももそういった業者からそういったことは直接聞いたことはございませ

んので、ここで不落の原因はとお尋ねがありましても私からはなかなかちょっと申し上げる

ことができませんので、もし建設課長が場合によっては再度少しわかっておられれば一般的

な業界のそういった状況につきまして建設課長のほうから答弁をさせていただきます。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） では、私のほうから。町のほうで工事費の積算をする場合は、県の

調査した価格をもとに積算をするわけでございますけれども、基本的には２カ月前の価格と

いう形になります。ただ、業者さんはタイムリーに今の価格を多分お調べになるとは思うん

ですが、その間にもし値上がり等があればどうしてもお互いの積算価格に差が生じるのかな

というふうには感じております。

  特に議員ご存じのように大分資材、それから作業員の賃金が大分上がっていると私は聞いて

おりますけれども、その辺の差が今回出たんじゃないかなというふうに想像はしております。

聞いたわけじゃないのでわかりませんが、そういう感じだと思います。

  それから、先ほど孫請のお話が出たわけですけれども、建設業法にも孫請という言葉が実は

出てきておりませんで、多分ご存じだと思いますが、下請までしかございません。ただ、孫

請の問題点でございますけれども、当然本来のこちらで積算した労働者に支払う賃金とか資

材の単価がそのままその下請なり孫請に行っているかどうかと。それが現場に行きまして工

事にしわ寄せがいかないかということについては、当然発注者としては注意をしなければな
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らない点だと思います。

  当然一番は安全に確実にしっかりしたものをつくってもらうというのが町の立場でございま

すので、当然途中で、言葉は悪いですけれどもピンハネをされて安かろう悪かろうというも

のができてしまうおそれがございますので、その辺は十分注意しながら現場のほうに当たっ

ていきたいと思っております。

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。

○環境対策課長（千葉晴敏君） それでは、焼却灰関連のご質問にお答えいたします。

  まず１点目でございます。瓦れきの焼却灰の処分の責任ということでございますけれども、

本来であれば瓦れきにつきましては一般廃棄物扱いということになりますので、排出者であ

る町の責任ということになるわけでございますが、今回戸倉地区でやっております廃棄物処

理事業につきましては地方自治法の規定によりまして宮城県に事務委託を行っております。

したがって、最終的な処分までを含めた事務を宮城県に委託しているということでございま

して、最終的な処分の責任は当該事業につきましては宮城県にあるということになります。

  それで、通常であれば自治体間で行います廃棄物の処理の通知があるわけですけれども、そ

れにつきましても今回は宮城県から栗原市、それから登米市、受け入れ先の自治体のほうに

通知がなされているということになります。

  それから、２点目でございます。三戸町のほうの最終処分場でございますが、こちらは民間

のもともとは産業廃棄物の最終処分場だった場所でございまして、そこにはもちろん一般廃

棄物も入るんですけれども、当町では民間の業者とこれまで委託契約を行って最終処分を行

ってまいりました。その業者から確認しているところによりますと。まずこれまで当町の瓦

れきは例外的な感じで当初受け入れを行ってもらっていましたので、当町以外の被災地から

の瓦れきあるいは焼却灰についての受け入れはやっていないというふうに認識しております。

  それから、３点目でございます。気仙沼市の最終処分場でございますけれども、こちらのほ

うは平成元年から使用開始をしている処分場でございまして、埋立容量が16万8,000立米の容

量がございまして、平成23年度末で残余容量が約４万立米というような現状でございます。

  それで、今回当町で受け入れ先が見つかるまでの間、暫定的に受け入れをしていただいてお

りますけれども、本来当町と気仙沼市さんのほうで委託契約をしておりますのは一般ごみの

焼却の部分だけでございまして、その処分場への埋め立てにつきましては契約外ということ

でもございます。

  それから、気仙沼市さんのほうでは今度は市内で今行っております瓦れきの焼却処分、その
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際に発生した焼却灰についても地元の最終処分場での受け入れが始まると。そういうことも

ございまして、この約４万立米の残余はあるものの、もともと契約外でもあるし、それから

市内の一般廃棄物のほかにさらに今度は瓦れきの焼却灰の埋め立ても行わなくてはならない

と。そういった事情もありまして、一日でも早く南三陸町の焼却灰の処分について急いで検

討してほしいといったことで、今当町では対応しているところでございます。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） 続きまして、民家のそばの松くい虫で枯れ

た場合の松の処理についてお答えをさせていただきます。

  いわゆる庭木の大きくなった松の松くいというケースでのご相談というのは余り実例はない

ものですから、私が担当になってからの中では余り民家そばの庭木の松枯れの処理について

の相談は受けておりませんが、民家そばという中での松以外も含めて、風なんかで折れたり

しそうな危ないものについての相談を受けた事例はございます。

  そういうときには、町側としてはとにかく人命や生活への安全を考えて、森林組合のほうに

連絡をとりながら、その処理の仕方についてプロのアドバイスをもらうような支援はしてお

るんですが、基本的に庭に生えているものについては個人の財産という見方で従前からやっ

てきていると引き継ぎを受けているところでございます。したがって、原則的には個人で処

理するという考え方に立つのかなと思っております。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） アワビの稚貝購入に係る補助金の関係でございますが、これに

関しましては予算額が700万円としておりますが、700万円分買ったから700万円補助するとい

うんじゃなくて、購入した金額の中のその一部を700万円以内で補助するというようなやり方

をしておりますので、購入先に関しましては１ミリ1.7円とか２円とかという契約をしている

んでしょうけれども、到底これまでは震災前はこの700万円分じゃなくてもっともっと大きな

金額の稚貝を買ってきて放流していたはずなんですが、そのうちの700万円を補助していたと

いうことだと思うんです。

  それで、先ほど申したように、24年度に関しましてはこれだけのまとまった稚貝を購入する

ことができかねましたので、たまたまというか、秋田県のそういう種苗生産場のほうから、

そちらで使った残りの部分をこちらの生育環境を調査して、こちらで問題ないということで

放流してもらったんだそうなんですが、そういうことを細々と続けていてもしようがないで

すから、今後は秋田県以外のところからもそういうものもできるんであれば購入してこなけ
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れば先細りになってくるだろうと考えます。

  なくなってしまえば元も子もないですし、これまではほかのところで生育の悪いものを買っ

てきてもしようがないんじゃないかとかという考え方のようだったんですが、逆にこちらで

つくっていたものよりも中にはいいものをつくっている場合がありますので、そちらのほう

で仮に私どものほうが買ってこれるんであれば25年度以降はそちらのほうからも取引するこ

とが必要となってまいりますので、25年度におきましても補助金の予算措置という形ではし

ております。ただし、それは水産公社からの見積書どうのこうのではなくて、こちらの姿勢

として予算措置はしておるというような状況でございます。

○議長（後藤清喜君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（及川庄弥君） 新井田地区の遺跡調査といいますか、集団移転絡みの調査とい

う見通しといいますかですが、集団移転については担当課は事業推進課というふうなんです

が、実際にやるのは生涯学習課ということで、２月から伐採等作業道を開設して、本丸部分

あるいは二の丸とか、その辺のあと土壇とか、その辺の調査ができるような状態になってい

まして、今重機で表土を剝いでいるというふうなことなので、ちょっと危ないので作業員は

入れないというふうなことなんですが、現在県のほうから２名あるいは３名、それと当課の

ほうから１名専門職が行って作業しているような状況なんでございますが、３月７日から19

日まではそんな感じで重機を使って表土を剝ぐというふうな形で、県の職員指示しながら現

在やっているところでございますが、県の職員の指導のもとに一応３月中になりますか、本

丸にボーリングをしてもらうように要請していますので、その辺が今後も進んでいくと。

  それで、県のほうも文化庁含めて専門職がかなり来ているんですが、うちのほうの作業の進

みぐあいもあれなんですけれども、あと年度末の異動の時期もありまして、あとは４月８日

から本格的な作業が始まるというふうなことでございます。

  それで、作業員の方につきましては、一部うちのほうでやっている個人の住宅とか会社の建

物の遺跡調査については５名ほど雇用して３月中にもやったんですけれども、これから４月

以降本格的な調査に入ったときに作業員が必要になってくると思うんですけれども、現在で

47名ございます。

  それで、今後、作業の見通しといいますか、それぞれにご案内をして待機してもらうといい

ますか、そういう形で、ただ、そのとき気仙沼のほうが9,000円というふうな形になりますと

なかなかうちのほうも難しいかなということで、一応720円でございますけれども、新年度に

は通勤費とか、その辺も検討していかなければならないのかなというふうに考えております。



３５４

  気仙沼の様子を聞きますと、今大沢地区でやっているそうなんですけれども、県の職員が６

人ぐらい入って、そして、シルバー人材センターのほうから幾らでもといいますか、作業員

が確保できるし、何か新たな団体もできて、作業については余り困らないというふうな担当

課長の話のようでした。

  今後、その辺も踏まえてなるべく早く調査ができるようにしたいと思っております。

○議長（後藤清喜君） 14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 最初の入札関係であります。３回目の予定価格に近い業者さんと話し合

いをするといいますか、やる意欲があるといいますか、そういった判断で、安い方とお話し

合いをして随意契約につなげると。その予定価格を出した、一般競争入札で予定しておった

価格の額については変更しないでそのままでやっていただくと。

  そうしますと、私が言いたいのはそこなんですよね。やればできるんでしょう。結局お話し

合いをして。すると、事業内容といいますか、工事内容は変更しないで町が打ち出した予定

価格で最終的にやれると。それで随意契約と。私どもは町が出した予定価格ではやれないと

いうことで不落になったという解釈をしているわけです。話をしたらできると。なぜなんだ

ろうと今度はおかしく思うわけです。だったら最初から入札でその価格で応札といいますか、

なぜしないんだろうなという感じがするわけです。

  私どもは不落という言葉を聞くと、町が設定した額、予定価格あるいは工期の問題、もろも

ろ含めてそれでは応札できないということで不落になったんじゃないかなという感じをして

いるわけですから、それが応札ではだめで話し合いではできるということになると、そこに

何があるんでしょうか。説得力が違うのかな。あるいは町長がみずからお願いして「何とか

やってくれないか」と頭を下げたために赤字覚悟でオーケーしたのか。その辺がちょっと不

落によっての随意契約に至るまでの流れといいますか。

  その予定価格については２カ月前の単価でも試算をすると。今はもう毎週毎月のように単価

が上昇していますんでその辺はわからないわけでありませんけれども、普通であれば一般競

争入札で不落。震災前であれば、規定はないとはいえども、やる気がないという判断でよそ

の一般競争入札に参加しない方を選んで随意契約に持っていくのが普通のやり方だと私は思

っていたんです。規定はなくても。やる気がないんだから。やる気があってもその額につい

ては合わないんだから。であれば、合う業者さんを別に選ぶというのが普通のやり方だなと

いうふうに思っていたんですが。そうじゃない競争入札に参加した業者さんを相手に契約を

結んだということにいかがなものかなという感じがするんですが。
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  今度下請の関係ですが、孫請とかひ孫請なんていう言葉がないのは私もわかっています。た

だ、それをわかりやすく説明するためにそういった言葉を、普通皆さん一般に言っているわ

けです。業者さんも孫請だ、ひ孫だとかと言っているんです。わかりやすいためにしゃべっ

たんですけれども。

  それで、そうしますと、今のお話ですと下請までと。だから、下請の下請というのは禁じら

れているんですか。今回のこの復興交付金、復旧作業については。それは禁じられていない

んでしょう。どうなんですか、その辺は。私はそこを聞いていたんです。戸倉地区でやられ

ている処理、ごみの焼却については下請までですよと、下請の下請はだめですよというので

県のほうで発注しているんです。我が町でこれから復旧事業をやるには下請までなのか、下

請の下請、あるいはまたさらに下請、下請ということも認めているのかどうか、認められる

のかどうか。

  やはり、この問題は懸念されるのが、先ほど課長もわかっているんですよね。最末端まで行

ったら赤字だと。末端まで行くと。３段階になるのか５段階になるのかわかりませんが、非

常に業者さん不足で、北海道から来た人あるいは九州から来た人が地元にいる業者さんのヘ

ルメットをかぶってやる分はいいんです。それはそこの地元の業者さんの社員としてみなさ

れますけれども、ただ、それではなく、やはり一括で、100％でなくても一括で請け負いたい

という業者さんもいるわけですから、そうなった場合には何段階まで認められるのかなと。

  それで、だんだん下に行けば行くほど利益が、ピンハネという言葉が適正でないと私も思い

ますが、手数料という言葉を表現させてもらいますが、段階によってとられますから、そう

すると赤字でもやらなければならなくなる。うまみがなくなるという言葉がありますけれど

も、そうなると非常にせっかくおいでいただいた方々に嫌な思いをさせるような感じもしま

すんで。

  民間の方々が発注する分はいいんですが、町が発注するとなった場合、そのためにもう政府

ではどんどん今公共事業のためにやってくださいと、100万や200万、そんなこと言わないで

何億だと出しているんですから、そこをやはり満遍なく皆さんが潤うようなやり方をしても

らわなければ困るわけですから、その辺のところで今聞いているわけなんです。

  それで、その下請の関係ですが、以前この下請の関係で質問したら、総務課長ですか、下請

の場合に丸投げというんですか、丸投げでもいいような発言をされていたような記憶が今で

も残っているんです。全体の総事業費の何十％以上はだめですよとか何とかというようなこ

とをうたってあったんですが、今は何十％になっているんですか。下請の許容範囲じゃない、
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その額。一括発注も何かいいような答弁をされたような記憶があるんです。それで、どうも

気になってここにしみついていたんですけれども。

  多分現場管理人というんですか、責任者、それは元請のほうから出せばいいようなやり方な

のかなと思っているんですが、ただ、事業全体の何十％、何％は元請でやらなければならな

いということはあるわけだと思うんですけれども、その辺現在の定めというのはどうなって

いるんですか。

  それから、灰の処分、気仙沼に今置いてもらっているという残りが４万立米というような話。

そのくらいはまだ残っているから大丈夫だというふうなあれなんですか。その許容範囲とい

うのはあと幾ら我が町の灰をお願いすることができますかということを聞いたわけ。その４

万立米分あるということではないんでしょう。そこを聞いたんです。あと幾らぐらい余裕が

あるのかということです。今お願いしている１日何ぼということが出ていますよね。それが

あと何日とか何カ月とかまではお願いはできますよと。

  気仙沼市のほうでも一日も早くよそを探してくれということを言われているということはわ

かっているんですが、その余裕があるうちによそのところに処分してもらうところを探さな

ければならないんじゃないかなと思うんです。余裕があるうちに。満杯になった場合には気

仙沼はもういっぱいだからだめだと言われた場合は、これは我が町に持ってくるしかないん

でしょう。その場合どこに置くのか、その辺の考え方というか検討もしているんですか。そ

の辺なんです。

  よそ様でこれテレビで、言うのもいかがなものかと思って今控えなければならないと思って

いるんだけれども、線量が8,000ベクレル以下なわけですから安心だとは思うんです。安心だ

と思うんです。それで、気仙沼のほうでも安心だということで今そこにストックしておると

いうような状態。我が町に持ってくるときもその地域の方々が喜んで、喜ぶかどうかわかり

ませんが、その辺の皆さんからの了解といいますか、その辺も大事じゃないかなと思うんで

す。町としての今後の灰のあり方についての考え方、どういうふうに今なされておるのか、

それが心配なんです。

  それで、戸倉地区で県の事業としてやられている、処理場で今灰。それは業者じゃなく県の

ほうがその灰を処分する責任を持つと。たまたま栗原、登米の処理場のほうで受けてもらう

と。これは大変ありがたい。町長も行政報告でこの場をかりて御礼を申し上げるというよう

な発言をされたんで。

  そのとき私あれと思ったのは、これ県の事業だと、それから業者も責任を持って灰のほうも
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処分をしなければならない。そのときに町の町長が何で御礼を語らなければならないかなと

思って不思議に思ったんです。だから先ほど聞いた、町が責任持って処理するのか、業者が

責任を持って処理するのかという質問をしたんです。そうしたら、それは県なんですよね。

  ただ、県はその処理についての何は県がやった事業。処理方法とか入札も。ただ、そこで出

た灰については業者さんが責任を持って処分をするということを一個うたっていなかったで

すか。私はそう思っていたんです。それで、業者さんが全国の最終処分場をもう駆けずり回

ったんですから。うちから出た灰を処分場でやってくれませんかと。そういう話は聞かされ

ていたんです。

  たまたま我が町から出る、我が町といいますか、処理場から出る灰については栗原、登米の

ほうで処分してもらうということですから安心はしておったんですけれども。それで、我が

町の一般廃棄物、戸倉の地区もそうですが、その灰は三戸町にお願いした、三戸町に我が町

の業者だけじゃなく、よその震災瓦れきの灰をそちらに持っていっているのがあるのかなと

いう質問をしたわけです。それはないということでありますから、では放射能のためだと、

地域の方々が騒いだということは納得しましたけれども。

  それから、松くい虫。課長の今、庭木、庭木で松くいで松が倒れて家がつぶれるような、そ

んな庭木に松の太い庭木があるだろうか。私、それを言ったんじゃないですよ。松くい虫に

食われた太い松が民家の近くにあるという。こういう場合の責任はどうなのかという質問を

して。庭木で倒れてつぶれるような庭木がどこかにあるだろうか。見たことない。そういう

ことで聞いたんじゃないんです。

  実際、名足地区の愛宕神社あるんですが、そこが五、六本あるんです。何百年たった松。も

う枝はすっかり折れてしまって、細い枝は全部枯れて折れています。契約会のほうでは人が

通行するところだし、民家がそこにあるから、あれが倒れたら大変だよということを再三に

わたって役場に連絡しているわけです。契約会通じて。そのうちに行きますから、やります

から、云々かんぬん。とうとうこれ一年も過ぎてしまった。それで、機会があったらばこれ

を話してくださいと。前にも何度も聞いたんだけれども、なかなか進まない。家にいてチェ

ーンソーの音を聞くと「あ、来たかな」と思って見ているんです。全然違うところを切って

いるんです。だから、早くやらないと。

  それは、課長お話ししたように森林組合にお願いしているということで、ところが森林組合

はまた忙しいんです。いろいろ塩害木を切らなければならないとか。だから、地元の森林組

合を育成するためには大事なことかもしれないけれども、事件事故が起きてはそれ以上に大
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変なものだから、よその森林組合を頼んでください。よその森林組合。もう我が町の森林組

合の方は忙しくてわからないから。そんな松くい虫の伐倒なんていうものじゃないから。忙

しくてやってられないんだから。

  だから、よその森林組合、できたら黒川郡の森林組合。我々常任委員会で行って、すばらし

い森林組合と思って見てきたから。喜んで飛んできますよ。もしかすると料金も安いかもし

れない。その辺やってもらわないと、早くしてもらわないと、けが人が出たんじゃ大変です

よ。早速。

  課長は行ってみて、現場は。見ない。それだもの。ここに座っていたってわからないの。足

を使わないと。足を運んで現場を見て、一日も早くやらなければならない。どうしてこうい

うものは上のほうに似てくるんだか、口でばかりしゃべって、さっぱり実践に移さないとい

うのは。そういう悪いところは似なくなっていいの、課長。いいことは似るべし、悪いとこ

ろは似なくていいの。ここにいてへらへらしゃべったって物は進まないんだから。ぜひこれ、

４時に終わるか４時半に終わるか。終わって、現場に行って見て、地区の会長さんなりに顔

を出していつからやるという話ぐらいしてもらってもいい時期。それでも遅いくらいですよ。

それを望むものであります。

  それから、アワビの稚貝ですが、課長の言っていることはわかるんです。ただ、私の質問は

700万円の予算をとった、どこから購入する予定でとったのかという質問なんです。あなたが

言っているただ700万円じゃないんだよと。何十万の予算の中で買ったから補助をくださいと

いうことで出すんだと。それはわかるんです。ただ、その700万円の補助金を出すにしても、

どこから何十万個購入するということで700万円出すという予算の計上だったんだから、それ

はどこからどういうふうな購入計画に基づいてこの予算を計上したのかという質問。来年度

どうのこうのじゃないの。これはあくまでも24年度中の減額補正ですから。それを聞いたわ

けです。

  それから、この中央区の作業。現在47名の方々が働いてもらうということでいるようですけ

れども、先ほどもお話ししましたように、その47人のうちに４月８日からの作業開始までに

何人、残っているというような言葉は当てはまらないかと思うんですが、かなりの方々がほ

かの地区の瓦れきの焼却選別作業員として行かれるのかなということが心配なんです。

  ですから、今きょうは３月12日ですか、４月８日から始まりますよというお話、それから、

意向調査ではないでしょうけれども、その47人のうち実際に４月８日から来れる方、人数を

やはり今のうちに把握しておいたほうがいいのかなと。さらにまた人数が少なければ再々募
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集もかける必要があるんではないかなという感じがするんです。

  とにかく早く募集をやるためには、何といっても人の力、手作業でないとこの事業が進まな

いわけですから。機械でできれば、やってもらえばいいんですが、機械でできない部分とい

うものがありますんで、その辺のところを非常に心配しておるんです。まさか中央区に防災

集団移転で移転先を希望している方々にあなたたち住むところだからあなたたち来てやって

くれというわけにもいかないわけですから。

  ますます人数が少なければ防災集団移転の計画もおくれるわけです。当初の来年度中に終わ

ってというような話ですんで、その辺のところが心配なものですからいま一度確認あるいは

再々募集もかけていったほうがいいかと思うんですが、その辺のところいかがですか。

○議長（後藤清喜君） 総務課長。

○総務課長（佐藤德憲君） 先に入札の関係でございますけれども、先ほど言いました随意契約

でもできると。それから、入札のやり直しと二通りの方法があると言いました。入札のやり

直しの場合には今回の参加条件の条件を変更いたします。今回やったのは気仙沼・本吉地方

管内で700点以上の一級技術者３名以上でございますんで、これは該当業者が10社ございます。

参加された業者が１社だけでございました。

  これを今回入札のやり直しということになれば、予定価格は変えられませんので、参加条件

を変えるということになります。したがって、変えるとすれば地域限定を外すと。宮城県内

に本社・支店というふうな参加条件になろうかと思います。したがって、１回目の公告で参

加可能だった10社については２回目については参加できませんので、ですから、入札のやり

直しとなれば気仙沼・本吉地方の建設業者は参加できないといったことになります。

  それともう一つ、やり直しをすれば工事の期間が、また公告がやり直しでございますんで、

工事期間が相当おくれるということで、２つの理由から地方自治法施行令に基づく随意契約

を選択したと。入札のやり直しを行えば気仙沼・本吉地方の業者は参加できない、地元はで

きない、落札できないということと、工事期間が延びると。災害復旧でございますんででき

るだけ早く完成をさせたいということで、その随意契約の方法を選んだということでござい

ます。

  なお、随意契約の方法でございますけれども、見積書を業者に提出をさせます。それで予定

価格に達すればそこで契約が成立といった流れでございます。

○議長（後藤清喜君） 14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 私の質問とそこがかみ合わないんじゃないかと思うんです。だから、入
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札する際に応札されなかったでしょう。それで随意契約でいったんでしょう。価格も変わら

なかった、工期も変わらなかった。なぜ受けたんですかということ。そこがおかしいという

ことを語っているんだ。そこなんですよ。だから、町長が改まってお願いしたためかという

ことを言っているんです。なぜなんですかということ。

  だって、原因はわかるでしょう。わからないですか。応札はしなくても随意契約で見積もり

をとって予定価格までいったんでしょうから。同じ額なんでしょう。予定価格は変わらない

んだから。最初の入札ではだめで、なぜ随意契約でよかったのかということを聞いているん

です。

○議長（後藤清喜君） 総務課長。

○総務課長（佐藤德憲君） 当該業者ということで連絡をして、予定価格に達しないんで随意契

約でやれる意思がございますかと。ということは、業者は３回目の額より下げるということ

ですから。それでもやりたいと思いますということで参加をいただいているんで、ただ、そ

れが１回目と３回目でやれなかった、なぜ今回またやれるという、その詳しいことはわかり

ませんけれども、とにかく３回目の札よりは安い価格でも受注をしたいということで見積書

を提出してくるわけでございますんで、その事情については私どもはわかりません。この価

格でやれるということで見積書を提出してきますんで。

○議長（後藤清喜君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 下請の関係でございますけれども、基本的には一括下請は禁止をさ

れております。それで、下請の金額の割合のお話がございましたけれども、多分これは変わ

っていないと思います。ちょっと今詳細は資料を持っていないので具体の数字はちょっとわ

かりませんけれども、基本的な考えは変わっておりません。

  それで、土木工事、建築工事ありますけれども、基本的には工事業許可を持っていない工事

はできないという形に規定をされておりますので、例えば建築業で建築一式工事しか持って

いない業者さんがたまたま入札をしたということになりますと、その現場の監理と運営しか

実はできないような形になりまして、ほかの具体の仕事はそれぞれ許可を持っている業者さ

んに下請をしていただくということになります。ですから、物によって具体の金額が決まら

ない部分も当然ございます。建築の場合はもしそういう業者がとれば実際の仕事はほとんど

下請さんがやるという形になるケースもあると思います。

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。

○環境対策課長（千葉晴敏君） それでは、まず気仙沼市の最終処分場の関係でございますけれ
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ども、先ほど残余容量約４万立米と申し上げましたけれども、その中にはもともと南三陸町

の焼却灰を埋め立てる余裕スペースはありません。もともとなかったところに当町で受け入

れ先が停止されたという事情をお願いいたしまして、何とか暫定的に預かっていただくとい

う形でスタートしております。

  まさか気仙沼市さんでももう既に１年半を経過しまして、埋立量も約600トンぐらいになっ

ておりますので、当町といたしましてもこれ以上引受先が見つからない状態でずるずる延ば

していくことも余りにも忍びないといいますか、無責任なことでもございますので、当面は

見つかるまでということで始めたものでございますけれども、ここまで長引いてしまったか

らには、もちろん新たな受け入れ先あるいは三戸町での再開、これは粘り強く交渉は続けて

まいりますけれども、それ以外にこれまで預かってもらっている分、それから今後焼却に伴

って発生する焼却灰について、町としては平成25年度になってからと考えておりますけれど

も、向こうで発生した焼却灰を一旦町に持ち帰りまして、町で一時保管をしながら今後の焼

却灰の受け入れ先の確保に努めてまいりたいと考えております。

  この一時保管につきましては、当然一般廃棄物の焼却灰でございますので一般廃棄物扱いと

いうことで、今回特段危険物でも、それから指定廃棄物でもございませんので、当分の間は

クリーンセンターの敷地内に一時保管の施設をつくりまして、そこに保管しながらなるべく

早い時期にそこから最終処分場のほうに搬出をしたいというふうに考えております。

  それから、２つ目の県の事業の責任の件でございますが、当初の清水ＪＶの事業の計画では

当然焼却灰の最終処分までを含めた形での計画ということで、それぞれ処分先まで計画には

入っていたものと思います。ただ、やはりこれも事業がスタートしてから放射能の問題がク

ローズアップされまして、なかなか当初予定していた処分場の受け入れがままならないとい

う状況の中で、事業の発注者であります宮城県が県内の自治体にお願いをして、そういう中

で協議がまとまって何とか受け入れていただけるようになったのが栗原市さんであり、登米

市さんであると、そのように考えております。

  なお、もともとこの清水ＪＶの事業の計画の中ではリサイクル率が約98％という事業で進め

ておりますので、全体の瓦れきの量が多いものですから２％といってもかなりな量にはなる

わけですけれども、そういう中でさらにそういった資源化、リサイクル等を進めながら、ど

うしても最終的な発生した焼却灰等については県内の最終処分場での受け入れということで、

事業のほうはおかげさまで予定どおり進捗しているというふうに認識しております。以上で

す。
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○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（高橋一清君） 庭木という表現をしてしまいましたが、宅

地の中にある、旧家なんかですと家囲いなどで大きな松が屋根にかぶさってきているみたい

なこともあるようですので、そういったときに個人の所有物としての取り扱いになるのかな

と。したがって、もし仮に病気になった場合には、松くいとかになれば個人での処分という

ことになるのかなというふうに思います。

  それで、愛宕神社につきましては山林の一部ということになるのかなと思いますんで、先ほ

どのお話ですとそこは担当のほうに情報が来ているんだと思いますんで、なお早急に確認を

まずはさせていただきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） アワビの稚貝購入補助の予算措置の関係ですが、24年度当初予

算を要求する段階で漁協の支所のほうでどの施設から何万個買うという、そういう計画があ

ったのかなかったのか、そこまでは把握しておりませんでした。その後、話し合いをしまし

たところ、その当時は漁協のほうでもその目星はなかったんですが、何とかどこかから確保

したいものですから、これはやるだけやってみますと。ただし、今の時点になってもうどう

にも今年度に関してはできなかったということで、それで今回不用額として下げるというよ

うな状態でございます。

○議長（後藤清喜君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（及川庄弥君） 調査のほうは一応４月８日からなんですが、この辺も一応作業

員の方々、果たしてこの日から出て作業するような格好になるかも不確定なこともあります

ので、その辺の見通しを作業員の方々に、予定になるかと思いますけれども、連絡をしたい

と思います。

  現在、気仙沼のハローワークとか、あと町の職業紹介センターあるいは広報等、チラシ等で

再募集していますので、二、三問い合わせもあったりしていますし、あと、南三陸町の方で

なくても別に構わないので、二、三日前は仙台市の方がぜひ来たいというふうなことで来て

おりますので、その辺も含めて広くＰＲしたいなと思っております。

○議長（後藤清喜君） 14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 済みません、さっきちょっと中段で話をさせてもらいましたので。

  今後いろいろな入札回数、件数、いっぱいあるわけですんで、要するに予定価格の設定はや

はり十分検討しないとこういった不落、こういった問題が私は生じてくると思います。よそ
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の町から比べて我が町の落札率といいますか、不落が全く少ない町なんで私は非常によかっ

たと思っていたんですが、ここに来て不落だという言葉を聞いたものですから、予定価格の

設定の仕方をやはり現状に合った価格の設定が必要じゃないのかなと。

  何か不落というと聞き耳よくないんですよね。同じ契約をするでも。やはりスムーズにいっ

たというような、イメージじゃないけれども、そういうことをするためにもやはり２カ月前

のものでなく、毎月のように原価が上がっていますんで。材料、人件費等も含めて。その辺

のところも少し考えて。本当は不落というと皆さん責任とらなければならないんです。執行

のやり方が悪いということで。そこまではまだ言いませんけれども。その辺を十分に考えて

やっていただきたいというふうに思います。

  それから、その灰の関係ですが、気仙沼市さんがいっぱいになれば我が町に持ってきて一時

保管。今聞いたところクリーンセンターのところに置くというようなお話です。できればそ

うなる前に最終処分場を見つけるように努力をしていただきたいんですが、先ほども言いま

したように震災瓦れきの処理灰の処理、業者さんたちが独自で最終処分場を探してやったよ

うです。たまたま我が町については県のほうでお願いして灰の行き先は決まったんですけれ

ども、そうでない我が町以外のところで処理している業者さんたちは先ほど課長が言ったよ

うに当初は県が発注して請け負った業者さんがその灰の処分まで計画に入った額で落札して

いるわけですから、その額の中に灰の処分費も入っているわけですから。全部です。岩手県

から福島まで。

  だから業者さんが全部責任を持ってやるということになって、それで、最終処分場競争でな

いけれども、争奪戦じゃないけれども、業者さんは一斉に全国の最終処分場、できるだけ近

場に走り回ったんです。だから、そういったこともあってこれまで引き受けてもらった最終

処分場のほうでは受け取らないでそういった業者さんのものも受け取るという最終処分場も

出てきているわけなんです。

  ただ、その料金の問題も発生しているようです。処理費。だから、私どもの町がお願いする

額よりははるかに高い額で処理をしてもらう。その業者さんたちが今やられている震災瓦れ

きの処理灰。そういうこともありますんで、ひとつその単価までは聞きませんけれども、努

力をして早目に最終処分場を見つけてやらなければなと。

  業者さん、その震災瓦れきの灰処分、焼却処分、終われば出てくる可能性もあるんです。最

終処分場もいいよと。それまで果たして我が町に積み重ねておいて、そのスペースが満杯に

ならないかどうか、その辺も心配しているんですけれども。余裕があるうちにとにかくそう
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いった処理施設を探す努力をしていただきたいということです。

  それから、松くい、課長、そういうことできょう多分行かれると思うんで、早速あしたかあ

さってに現場に伐採する業者さんが入るような手続をしていただきたいし。高い木ですから、

下から行ってチェーンソー持ってぼんと切ればいいというものじゃないから。本当は私がや

ってもいいと思って、正直な話、見たんです。こんなんなんです。それはやはり重機で押さ

えながらやったり、それから、上に上がって枝から切りおろしていかなければならない。特

殊な重機がないとなかなかできないものですから、その辺のことをやっていただきたいと。

  あと、アワビの稚貝なんですが、課長、私ども産業建設常任委員会はアワビの稚貝の調査に

北海道に行って、その報告書を出しましたよね。報告書。そこで秋田から25年度ですが、こ

れからも持ってくるかどうかわかりませんが、北海道のその施設も一つの選ぶ箇所かなと思

っているんです。

  私ども行って、私どものほうに譲っていただけませんかという話をしたら、「いや、いいで

すよ」という返事をもらってきているんです。その辺も産業建設の所管事務調査の報告書に

うたっていなかったかな。北海道に行ったときの。我々の調査というのは本当に実になる調

査ばかりしているんです。ただ、それを皆さんがやるかやらないかが問題になるの。我々は

少ない経費で最大の効果をあらわしているんですよ。我々のこの研修というものは。先を見

据えた。今のことじゃなく先を見据えた調査研究をしているんです。少ない経費で。そして、

報告書として出しているんです。それをさっぱり見ないんだものね。せっかくいいことをや

って語っているのに。そのことをやれば問題ないの。やらないからこういう問題が起きるの。

  私どもこれからいろいろなところに行って研修、調査、いっぱいしてきますから、それを報

告書で出しますから、それを真摯に受けとめて実行していただければこういう問題起きませ

んよ。我々大変すばらしい研修、調査をやっているんですから。何度も言うようですが本当

に金額は少ないんですけれども。多分当初では来年度はもう少し上がってくるんじゃないか

なと思って期待はしておるんですけれども。

  ４月８日。ボランティアセンターが今ありますね。ボランティアセンター。あの方々にご協

力というのは、これはお願いできないものなのかどうかです。その辺も一つ検討する余地が

あるんじゃないかなと思います。どこか何か聞くとシルバー人材センターの方をお願いして

いると言うんですが、毎日のように今ボランティアセンターのほうに全国から集まってきて

いるんですが、その方々のほうにもお願いができるような方策を考えていただければなと。

以上です。
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○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。

○産業振興課長（佐藤 通君） アワビの稚貝がその北海道の生産施設にあるということに関し

ましては、特に議員のほうから私も耳打ちされまして漁協の担当者のほうには伝えました。

もちろんご存じのとおり私が買うというわけじゃなくて、情報は伝えたんですけれども、そ

ちらのほうも検討したようです。ただ、今まで実績のないところから持ってきてどうなのか

なということで24年度はやめたようですけれども、その情報をそのときも伝えていますし、

今後もそういうような情報があるということなものですから、そこも含めて今度は購入先を

幅広く探していくんだろうなと思います。貴重な情報をどうもありがとうございました。

○議長（後藤清喜君） ほかにございませんか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第27号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

日程第３ 議案第２８号 平成２４年度南三陸町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）

○議長（後藤清喜君） 日程第３、議案第28号平成24年度南三陸町国民健康保険特別会計補正予

算を議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。事務局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（後藤清喜君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第28号平成24年度南三陸町国民健康保険特

別会計補正予算の概要について、ご説明申し上げます。

  本案は、歳入において決算見込みに基づき国民健康保険税を増額するとともに、歳出におい

ては決算見込みに基づき保険給付費及び共同事業拠出金等について、それぞれ減額するもの

であります。
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  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明を求めます。町民税務課長。

○町民税務課長（阿部俊光君） 細部説明を行います。

  予算書の70ページをお開きください。初めに歳入から説明をいたします。

  １款国民健康保険税でございますが、一般と退職を合わせまして2,410万円を追加をさせて

いただきまして、合計で４億3,720万円とさせていただきます。補正の理由は滞納繰越額の徴

収実績によるものでございます。これで前年の予算額と比較をしますと約２倍ということで

ございますが、前年の23年度は通常とは比較にならない数字でございましたので、２倍まで

ふえたとはいいますものの、平常時と比べますとまだ半分ぐらいしか国保税が確保できてい

ないというような状況でございます。

  次ページ、第３款の国庫の負担金から72ページの７款の共同事業交付金までにつきましては、

それぞれの算定の基準による精算ということでございます。主なものとしまして71ページの

３款２項の国庫補助金の中で１億円ほど減額をしてございますが、この主な理由は国の特別

調整交付金、これは２年前の概算でいただいた金額と今回と２年にまたがって比べるという

ようなことの乖離によるものでございます。一番大きな要因は震災による税の減免分などが

この減額の要因になったものでございます。

  ページ飛びますが、73ページのほうをお開きください。

  第９款一般会計の繰入金でございますが、約100万円ほど減額をさせていただきますが、法

定のルールに沿った一般会計の繰り入れということで、およそ当初の見積もりどおりという

ふうになりました。

  その下、基金の繰り入れでございますけれども、3,327万8,000円を追加をさせていただきま

す。歳入でも申し上げましたように、国庫の支出金が１億1,000万円ほど穴をあけるというこ

とでございまして、税の追加補正だけでは足りないということで基金を繰り入れさせていた

だくという内容でございます。

  74ページ、11款諸収入でございますけれども、100万円減額をいたしますが、これは後期高

齢者に係る特定健診の診察業務の委託を受けておるんですけれども、その受診者が大幅に減

ったということで、その要する費用を100万円おろすということでございます。

  次に、歳出の説明をさせていただきます。76ページをお開きいただきます。

  ２款高額療養費でございますが、3,100万円減額をいたします。一部負担金の減免によりま
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して高額の支出も減ったということでございます。

  ３款の後期高齢者の支援金から７款まで、これも先ほどの歳入と同じように交付基準に基づ

いてお支払いをするもののそれぞれの各款ごとの精算額が確定したということで、所要の補

正をさせていただいております。

  最終、78ページをお開きください。

  ８款、健診関係が２つございます。１つは特定健診ということで600万円ほど減額、それか

ら、中段、人間ドックと脳ドック、これも130万円ほど減額ということで、いずれの事業に対

しましても当初の目標人数よりも大幅に減ったというようなことでございます。

  ちなみに、特定健診のほうなんですけれども、今年度は2,600人ぐらいの目標を立てたとこ

ろなんですが、実績値として1,600人の受診にとどまりました。大体1,000人ほど目標を下回

ったということでございます。人間ドックにつきましては目標70人立てたんですけれども、

大体30人ほど届かないと。実際人間ドックを受けたのが40名ということでございます。脳ド

ックにつきましては、これは80人の目標に対して大体70名ぐらいが受けていただきましたの

で、おおむね数値等は良好かと思います。

  予算書にはございませんが、基金の状況でございますが、まだ決算を締めていないのではっ

きりとした基金が幾らというようなお示しはできませんが、現段階では今後大きな医療費負

担が発生しなければ１億4,000万円ぐらいを確保できるのではないかというふうに見込んでお

ります。

  以上、細部説明とさせていただきます。

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑は歳入歳出一括で行います。

  なお、質疑に際しましては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは、質疑に入ります。14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 医療費の無料化の関係ですが、震災後、ことしの３月ですか、この３月

で医療費の無料化ということが打ち切られるということだったんですが、議会のほうにも陳

情書が出まして延長してくれと。それを採択して国のほうに意見書をという形で出したかと

思うんですが、現実はこの３月で打ち切られるのかどうかなんです。何か延びるようなお話

は来ていないのかどうか。

  といいますのは、福島、岩手ではもっと延長するというような情報があるというふうなお話

をちょっと聞いたんです。宮城県はまだその辺が確定でないというようなお話をちょっと聞
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いたものですから、その辺いかがでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 町民税務課長。

○町民税務課長（阿部俊光君） 窓口一部負担金の関係でございますが、現在国保加入者にお渡

ししております免除証明書につきましては、ご承知のとおり３月末日をもって無効になりま

す。この宮城県35市町村でこの取り扱いについてどうするかということで、基本的に国は今

までどおり費用の10分の８を負担をいたしますと、残りの10分の２につきましては宮城県が

交付金などで対応しますというふうな状況が去年の10月からこの３月までの費用負担のあり

方だったんですが、今回10分の２の宮城県負担につきましては非常に難しいというような状

況で、判断は各市町村にお任せをしたいというようなことでございました。

  ことしに入りまして県から二度照会がありました。各市町、続けるのか、やめるのか、それ

から検討するのかと３つの答えに丸をしなければいけなかったんですけれども、けさほど入

った宮城県の情報ですと３分の２の市町村が継続は困難であると、それから、３分の１は検

討中と。

  これは後期高齢者医療制度も同じなんですけれども、当町としてこの10分の２の県の支援が

なければ持ちこたえることは不可能ということで、この当初予算書をつくり上げるときに関

係課とそういった財政負担の面も含めて協議をいたしてございます。経済的にも確かにそう

なんですが、国保以外の被用者保険、社保の方々も当然被災を受けているわけですので、そ

ういった方々との不均衡、公平もやはり考えなければいけないだろうというようなことで、

我々としましては３月31日をもって終了というようなことで、そういう前提で当初予算を編

成をさせていただいております。

  なお、粘り強くその残りの10分の２についても国のほうで国保会計に対する特別な財政措置

ができないのかどうかというような声を届けることにしてございます。

  それから、福島につきましては多分原発関連で特別に財政措置が延長されたものと認識して

おります。

  それから、岩手県のほうなんですが、私、全て岩手の構成市町村が延長したとは思っており

ませんで、陸前高田がたしか延長を決定したと。それで、気仙沼市さんも隣なものですから

大変悩んでおられまして、ただ、宮城県庁の考え方なんですけれども、岩手と比べると被災

の規模が違う、それによって一部負担金の費用に要する県の財源負担の額もやはり全く違う

というようなことで、ここは各都道府県ごとにいろいろな事情があるのでご理解をいただき

たいというようなお話は伺っておるところでございます。
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○議長（後藤清喜君） 14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 宮城県は岩手県から比べると被災者、被災額もかなり大きいということ

で、県の財政から見ると岩手県とは比較にならないし、できないんだという理由で今回の一

部免除のほうも10分の２もできないというふうなことなようです。

  ただ、被災した方々から見れば岩手県、福島県がそうやっているのになぜ宮城県だけがとい

う思いをするのは、これは無理もないことだと思うんです。特別な理由があるといえども、

同じ被災された町民にとりましてはなぜ宮城県だけ、あるいは我が町だけというようなこと

になってくるわけなんで、これは今課長にどうのこうの言ったってしようのないことであり

ますから、これ町長、やはり県知事に強く要請をしていただかなければならないというふう

に思っております。

  要するに県が町から意向を聞くということは、県でやる分を町でやれということも含めてそ

ういうふうな話をされているかと思うんで、ぜひこれは県のほうに、もちろん町でなんかや

れません、独自でやるわけにいかないんだから、そのために県があって国があるんだから、

そういうこともやらないと県の役割というのは一体何だろうという思いをしますよ。

  選挙のときだけ皆棄権しないで投票しましょうなんて、知事選挙にしたって県会議員の選挙

にしたって皆言っているんだから。そういう事業もしないんならば選挙もやらなくてもいい

んじゃないかと。町民の方そう思うのは当然です。そんなときばかり、選挙のときばかりと

言うんです。

  だから、ぜひこれは町長みずからが行って引き続き半年なりなんなり延長すると。これ岩手

県と、先ほど陸前高田市の話も聞きました。おとといですか。それで、気仙沼の市民が一線、

境界を棒で引かれていた。そっちはただ、こっちは有料というと何ぼも被害も何も違わない

だろうと、こうなるんです。そういう話もおととい聞かされまして、これはうまくないなと

いう感じがしますんで、ひとつ町の町長として県のほうに強く要望していただきたいという

ふうに思います。以上です。

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今お話しになりましたように10分の２を町で負担ということになります

と、これはとんでもないことになりますんで、これはなかなか難しい。実は、今お話ありま

したように、２月に宮城県知事名、それから市長会、奥山市長が会長です。それから、町村

会、鈴木勝男でございますんで、３名連記で国のほうに要望書を出してございますんで、あ

る意味10分の10の国の支援をお願いしたいということでお願いをしてございますので、その
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後の結果についてはまだ我々のほうにお話は来ておりませんが、そういう行動は起こしてい

るということはご報告をさせていただきたいと思います。

○議長（後藤清喜君） ほかに。10番大瀧りう子君。

○10番（大瀧りう子君） 前者に引き続き、私も窓口の一部負担金についてちょっと意見を述べ

させていただきます。

  今、もちろん仙台市、それからいろいろな市町村の動きを私もわかっております。それで、

岩手県ですけれども、１割負担をするということで最初からもう岩手県知事は発言している

んです。だから、２割のうち１割岩手県で出していると、そういうことが報じられておりま

す。

  ですから、私は県はやってやれないことはないと思うんです。ということは、実は私のほう

の県の議員が調べたんですが、宮城県の地域整備推進基金というものが財源としてあるんだ

そうです。これは復興交付金とは別に、兵庫県とか、それから自治体からの寄附金、全国各

地からの国民からの寄附金が大半で123億円余り。そして、そのうち20億円はもう使い道が決

まっているけれども、103億円はまだ使い道が残っていると。これは一部負担金をすると県で

は47億円で済むと。そういうことで、ぜひこれを活用したほうがいいんじゃないかというこ

とで申し入れしているんですが、町長、その辺も含めて県に要請をぜひしてほしいなと思い

ます。

  それから、先ほど課長が基金、残っている残金１億4,000万円あると先ほどおっしゃいまし

たよね。ここで南三陸町が１割負担した場合は、ではどれぐらい必要になるか、その辺ちょ

っと。１億4,000万円で間に合うと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（後藤清喜君） 町民税務課長。

○町民税務課長（阿部俊光君） 大きく２点だと思いますが、岩手では10分の２ではなくて県が

１、市町村が１という、そういう負担区分によってということなんですけれども、宮城県も

仮に１：１とした場合であっても、先ほど申し上げましたように負担する額が桁が全く違い

ますので、これはやはり宮城県も市町村もそれぞれ１割を負担をするというような状態にな

りますと、非常に大きなしわ寄せが来るんだろうと。

  それから、岩手は岩手、宮城は宮城、それぞれ県ごとのいろいろな台所事情もあると思いま

すので、そこは私の立場からはなかなか申し上げにくいということでございます。

  それから、基金が１億4,000万円ぐらいは何とか残ってほしいなという希望も込めてのお話

だったんですが、仮に１割を町単独でということになりますと、大体月平均700万円ぐらいは
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かかるんではないかと言われておりますので、多目に見て年間１億円、一部負担金。そうし

ますと、その半分を町が負担をするということになるので、宮城県が5,000万円、町が5,000

万円ということになりますので、計算上1.4億円の基金から5,000万円を一部負担金の肩がわ

りとして使えば9,000万円ぐらいは残るからそれでしのげるのではないかというようなお話が

計算上は成り立つかもわかりませんけれども、この基金はいつ何時高額な医療が発生するか

わかりませんので、実はこの１億円でも足りないと、非常に心配な状況でございますので、

できるだけ大切に使いたいというようなお金であるというふうに私は思っておりますんで、

ここは少し時間をかけて国県と交渉をしながら町としての考え方をしっかり整理したいと思

っております。

○議長（後藤清喜君） 10番大瀧りう子君。

○10番（大瀧りう子君） それは担当者の言い分であって、基金の使い方ですけれども、町の町

民の命にかかわることなので、やはりこれは使って、そして国に、今先ほど前者も言いまし

たように、県や国に物を申していく必要があると思うんです。今、私が提案しましたように

そういう基金があると、これを活用すべきだと私は思っておりますので、ぜひ町長、本当に

足を運んで、町民の命にかかわることなので、この間言いましたように社保連、いろいろな

保険で９月に打ち切ったところがありますね。それによって受診抑制が出てきているという

ことがもう調査でわかっているんです。

  ですから、ぜひそういう点でこれを継続するような方向でぜひ努力してほしいなと思ってお

ります。ばちっと切るんじゃなくて、皆さん大変困っていますので、仮設住宅に入っている

人たち、大変今病気が進行していて困っているという話を聞きますので、ぜひ努力してほし

いなと思います。ここで切るんじゃなくて。町長、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（後藤清喜君） ほかに。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第28号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  お諮りいたします。本日は議事の関係上、これにて延会することとし、明13日午前10時より
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本会議を開き、本日の議事を継続することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会す

ることとし、明13日午前10時より本会議を開き、本日の議事を継続することにいたします。

  本日はこれをもって延会といたします。

     午後３時５０分  延会


